
有価証券報告書

本書は、ＥＤＩＮＥＴ（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）システ
ムを利用して金融庁に提出した有価証券報告書の記載事項を、紙媒体とし
て作成したものであります。

株式会社マツモトキヨシホールディングス

(E03519)

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年



目 次

【表紙】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

第一部 【企業情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第１ 【企業の概況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

１ 【主要な経営指標等の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

２ 【沿革】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

３ 【事業の内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

４ 【関係会社の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

５ 【従業員の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

第２ 【事業の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

２ 【事業等のリスク】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ・・・・・・ 15

４ 【経営上の重要な契約等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

５ 【研究開発活動】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

第３ 【設備の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

１ 【設備投資等の概要】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

２ 【主要な設備の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

３ 【設備の新設、除却等の計画】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

第４ 【提出会社の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

１ 【株式等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

（１） 【株式の総数等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

            ① 【株式の総数】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

            ② 【発行済株式】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

（２） 【新株予約権等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

            ① 【ストックオプション制度の内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

            ② 【ライツプランの内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

            ③ 【その他の新株予約権等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

（３） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 ・・・・・・・・・・ 28

（４） 【発行済株式総数、資本金等の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

（５） 【所有者別状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

（６） 【大株主の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

（７） 【議決権の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

            ① 【発行済株式】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

            ② 【自己株式等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年



（８） 【役員・従業員株式所有制度の内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

２ 【自己株式の取得等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

【株式の種類等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

（１） 【株主総会決議による取得の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

（２） 【取締役会決議による取得の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

（３） 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 ・・・・・・・・・・ 33

（４） 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

３ 【配当政策】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

（１） 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

（２） 【役員の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

（３） 【監査の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

（４） 【役員の報酬等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

（５） 【株式の保有状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

第５ 【経理の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

１ 【連結財務諸表等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

（１） 【連結財務諸表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

            ① 【連結貸借対照表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

            ② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

【連結損益計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

【連結包括利益計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

            ③ 【連結株主資本等変動計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

            ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

【注記事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

【セグメント情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

【関連情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 ・・・・・・・・・・・・・ 90

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 ・・・・・・・・ 90

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 ・・・・・・・・・・・・・・ 90

【関連当事者情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

            ⑤ 【連結附属明細表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94

【社債明細表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94

【借入金等明細表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94

【資産除去債務明細表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94

（２） 【その他】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94

２ 【財務諸表等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95

（１） 【財務諸表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年



            ① 【貸借対照表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95

            ② 【損益計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

            ③ 【株主資本等変動計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98

【注記事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

            ④ 【附属明細表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

【有形固定資産等明細表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

【引当金明細表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

（２） 【主な資産及び負債の内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

（３） 【その他】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

第６ 【提出会社の株式事務の概要】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

第７ 【提出会社の参考情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

１ 【提出会社の親会社等の情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

２ 【その他の参考情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

監査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 巻末

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年



【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年６月28日

【事業年度】 第12期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

【会社名】 株式会社マツモトキヨシホールディングス

【英訳名】 Matsumotokiyoshi Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 清雄

【本店の所在の場所】 千葉県松戸市新松戸東９番地１

【電話番号】 ０４７（３４４）５１１０

【事務連絡者氏名】 管理本部 財務経理部長 西田 浩

【最寄りの連絡場所】 千葉県松戸市新松戸１丁目483番地

【電話番号】 ０４７（３４４）５１１０

【事務連絡者氏名】 管理本部 財務経理部長 西田 浩

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年
－1－



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月

売上高 (百万円) 485,512 536,052 535,133 558,879 575,991

経常利益 (百万円) 20,031 29,805 30,828 36,123 38,978

親会社株主に帰属する当期

純利益
(百万円) 11,619 17,853 20,119 22,755 25,035

包括利益 (百万円) 15,036 17,421 20,606 26,093 24,709

純資産額 (百万円) 158,299 171,640 184,060 204,871 209,269

総資産額 (百万円) 255,151 276,990 285,733 314,178 318,324

１株当たり純資産額 （円） 1,470.50 1,599.55 1,738.87 1,935.39 2,038.76

１株当たり当期純利益 （円） 107.82 166.44 189.08 215.03 239.42

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） 107.76 166.35 188.97 214.92 239.33

自己資本比率 （％） 61.8 61.9 64.4 65.2 65.7

自己資本利益率 （％） 7.6 10.8 11.3 11.7 12.1

株価収益率 （倍） 19.8 17.7 14.0 20.9 15.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 9,010 31,075 23,722 27,938 21,897

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △7,720 △3,988 △7,453 △7,741 △7,872

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △8,422 △6,087 △9,824 △7,060 △22,290

現金及び現金同等物の期末

残高
(百万円) 11,032 32,032 38,477 51,613 43,349

従業員数
（人）

6,178 6,262 6,243 6,249 6,431

[外、平均臨時雇用者数] ［8,488］ ［8,321］ ［7,937］ ［7,848］ ［8,128］

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．当社は第10期より「役員向け株式報酬制度」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」を導入しております。第10

期、第11期及び第12期の「１株当たり純資産額」の算定上、当該信託口が保有する当社株式を期末発行済株

式総数から控除する自己株式に含めております。

また、「１株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式

数の計算において控除する自己株式に含めております。 

３．当社は、2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合

で株式分割を行っております。第８期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当連結会計
年度の期首から適用しており、第11期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し

た後の指標等となっております。
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(2)提出会社の経営指標等

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月

営業収益 (百万円) 330,568 365,026 365,732 382,103 393,182

経常利益 (百万円) 20,138 5,465 7,819 13,456 15,178

当期純利益 (百万円) 19,774 5,163 7,546 13,079 14,817

資本金 (百万円) 22,051 22,051 22,051 22,051 22,051

発行済株式総数 （千株） 54,636 54,636 54,636 109,272 109,272

純資産額 (百万円) 151,490 152,336 153,851 164,987 159,171

総資産額 (百万円) 234,026 252,587 246,135 265,057 275,791

１株当たり純資産額 （円） 1,411.82 1,419.59 1,453.39 1,558.51 1,550.60

１株当たり配当額
（円）

60.00 85.00 95.00 80.00 65.00

（うち１株当たり中間配当額） （30.00） （40.00） （45.00） （50.00） （30.00）

１株当たり当期純利益 （円） 183.48 48.14 70.92 123.60 141.70

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） 183.39 48.11 70.88 123.53 141.65

自己資本比率 （％） 64.7 60.3 62.5 62.2 57.7

自己資本利益率 （％） 13.8 3.4 4.9 8.2 9.1

株価収益率 （倍） 11.7 61.2 37.2 36.4 26.0

配当性向 （％） 16.4 88.3 67.0 44.5 45.9

従業員数
（人）

255 291 323 404 426

[外、平均臨時雇用者数] ［62］ ［61］ ［58］ ［57］ ［60］

株主総利回り （％） 132.1 183.7 168.0 284.6 239.0

（比較指標：配当込みTOPIX） （％） （130.7） （116.5） （133.7） （154.9） （147.1）

最高株価 （円） 4,575 6,640 6,060
4,715

（9,480）
5,710

最低株価 （円） 2,853 4,215 4,410
4,220

（5,390）
3,155

（注）１．営業収益には消費税等は含まれておりません。

２．当社は第10期より「役員向け株式報酬制度」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」を導入しております。第10

期、第11期及び第12期の「１株当たり純資産額」の算定上、当該信託口が保有する当社株式を期末発行済株

式総数から控除する自己株式に含めております。

また、「１株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式

数の計算において控除する自己株式に含めております。

３．当社は、2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合

で株式分割を行っております。第８期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。なお、第11期の１株

当たり配当額80.00円については、当該株式分割前の中間配当額50.00円と当該株式分割後の期末配当額30.00

円を合計した金額であります。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当事業年度

の期首から適用しており、第11期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後

の指標等となっております。

５. 株主総利回りについては、2018年１月１日付の当社普通株式１株を２株に分割した影響を考慮して記載し

ております。

６．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、第11期の株価につ

いては株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に

記載しております。
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２【沿革】

株式会社マツモトキヨシの創業者である故松本清（現、株式会社マツモトキヨシホールディングス代表取締役会

長松本南海雄の実父）は、1932年12月千葉県東葛飾郡小金町（現在の千葉県松戸市小金）において「マツモト薬

舗」（個人経営）を開業し、医薬品等の小売を始めました。1954年１月に「有限会社マツモトキヨシ薬店」（代表

取締役 故松本寿子、資本金500千円）を設立し法人組織といたしました。

また、当社は2007年10月１日に株式会社マツモトキヨシより株式移転方式にて持株会社として設立いたしまし

た。当社設立以降の沿革は以下のとおりであります。

＜沿革＞

年月 事項

2007年10月 当社設立 東京証券取引所市場一部に上場

2008年１月 株式会社マツモトキヨシ（現・連結子会社）の子会社管理・支配事業を会社分割により当社が承

継

2008年７月 株式会社マツモトキヨシの仕入れ事業を会社分割により当社が承継

2008年７月 株式会社マツモトキヨシの東日本地区（茨城県を除く）の薬粧に係る販売事業を吸収分割によ

り、株式会社エムケイ東日本販売（現・連結子会社）へ承継

2008年９月 首都圏の幅広いエリアを中心に一般用医薬品の専門卸売業を営む株式会社茂木薬品商会の発行済

株式総数の53.25％を株式取得により子会社化（2008年10月に同社との株式交換及び同社の第三者

割り当て増資を経て、同社発行済株式総数の90％を取得）

2009年７月 株式会社健康家族（吸収合併存続会社）と株式会社マックス（吸収合併消滅会社）を吸収合併の

方式により合併し、株式会社健康家族の社名を「株式会社マツモトキヨシ甲信越販売」（現・連

結子会社）へ変更

2009年12月 鹿児島県を中心とした九州地域において医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売する小売業を営む

株式会社ミドリ薬品（現・株式会社マツモトキヨシ九州販売）の発行済株式総数の56.37％を公開

買付により子会社化（2010年４月に同社との株式交換を経て、同社発行済株式総数の100％を取

得）

2010年１月 長野県において医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売する小売業を営む株式会社中島ファミリー

薬局（現・株式会社マツモトキヨシ甲信越販売）の発行済株式総数の100％を株式取得により子会

社化

2010年４月 岡山県を中心とした山陽地域において医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売する小売業を営む株

式会社ラブドラッグス（現・株式会社マツモトキヨシ中四国販売）の株式を追加取得し、発行済

株式総数の90.8％を所有し子会社化

2010年４月 株式会社エムケイ東日本販売の千葉地区の薬粧に係る販売事業を吸収分割により、株式会社マツ

モトキヨシへ承継

2011年３月 多様化するお客様ニーズや地域環境に対応した品揃え、店舗事業の強化・他社との差異化戦略の

推進による更なる事業規模の拡大と顧客主義の徹底を図るため、株式会社キリン堂とプライベー

トブランド商品の共同開発及び相互供給を行うことに関して合意書を締結

2012年１月 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売（吸収合併存続会社）と株式会社中島ファミリー薬局（吸収

合併消滅会社）を吸収合併の方式により合併

2012年２月 山梨県において医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売する小売業を営む株式会社イタヤマ・メデ

ィコ（現・株式会社マツモトキヨシ甲信越販売）ならびに大阪府において医薬品、化粧品、日用

雑貨品等を販売する小売業を営む弘陽薬品株式会社（現・株式会社マツモトキヨシ）の各社の発

行済株式総数の100％を株式取得により子会社化

2012年４月 株式会社マツモトキヨシの九州地域の薬粧に係る販売事業を吸収分割により、株式会社ミドリ薬

品へ承継し、株式会社ミドリ薬品の社名を「株式会社マツモトキヨシ九州販売」（現・連結子会

社）へ変更

2012年４月 株式会社エムケイ東日本販売の社名を「株式会社マツモトキヨシ東日本販売」（現・連結子会

社）へ変更

2012年４月 調剤事業の更なる拡大、より高い専門性をもとに医療機関と連携した様々な医療分野への進出を

図るため、株式会社マツモトキヨシファーマシーズ（現・連結子会社）を設立

2012年５月 宮城県を中心とした東北地域において医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売する小売業を営む株

式会社ダルマ薬局（現・株式会社マツモトキヨシ東日本販売）の発行済株式総数の100％を株式取

得により子会社化
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年月 事項

2012年10月 株式会社マツモトキヨシの中四国地域の薬粧に係る販売事業を新設分割により、株式会社マツモ

トキヨシ中四国販売（現・連結子会社）へ承継し、同社の発行済株式総数の100％を株式取得によ

り子会社化。これと同時に株式会社マツモトキヨシ中四国販売が、株式会社ラブドラッグスの発

行済株式総数の100％を株式取得

2012年10月 兵庫県の南部地域において医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売する小売業を営むモリスリテー

ル株式会社の発行済株式総数の100％を株式取得により子会社化

2013年２月 愛知県を中心に東海地域において医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売する小売業を営む杉浦薬

品株式会社（現：株式会社マツモトキヨシ）の株式を追加取得し、発行済株式総数の98.4％（議

決権割合：100％）を所有し子会社化

2013年４月 エリアドミナント戦略に向けた各地域における卸売事業の機動的な対応と経営資源の一元化によ

る経営基盤の強化・効率化を図るため、中間持株会社として株式会社マツモトキヨシホールセー

ル（現・連結子会社）を設立

2013年11月 「セントラルグループ」の中核企業であるCentral Food Retail Company Ltd.とタイ王国での新

たなヘルス＆ビューティの事業展開について協議・検討することを目的とした基本合意書を締結

2013年12月 石川県を中心に北陸地方において医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売する小売業を営む株式会

社示野薬局（現・連結子会社）の発行済株式総数の100％を株式取得により子会社化

2013年12月 東京都を中心とした首都圏において医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売する小売業を営む株式

会社ぱぱす（現・連結子会社）の株式を追加取得し、発行済株式総数の100％を所有により子会社

化

2014年３月 モリスリテール株式会社のネット通販事業を株式会社マツモトキヨシへ吸収分割により承継させ

るとともに、分割後のモリスリテール株式会社（吸収合併消滅会社）と株式会社マツモトキヨシ

中四国販売（吸収合併存続会社）を吸収合併の方式により合併

2014年10月 株式会社茂木薬品商会が営む一般用医薬品関連商品の卸売事業を、新設分割によりアルフレッサ 

ヘルスケア株式会社へ譲渡し、株式会社茂木薬品商会の社名を株式会社マツモトキヨシアセット

マネジメントへ変更

2015年８月 Central Food Retail Company Ltd.と当社との間で、タイ王国におけるドラッグストア事業を開

発・運営するための合弁会社Central＆Matsumotokiyoshi Ltd.を設立

2015年10月 株式会社マツモトキヨシ東日本販売（吸収合併存続会社）と株式会社ダルマ薬局（吸収合併消滅

会社）を吸収合併の方式により合併

2015年10月 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売（吸収合併存続会社）と株式会社イタヤマ・メディコ（吸収

合併消滅会社）を吸収合併の方式により合併

2015年10月 株式会社マツモトキヨシ中四国販売（吸収合併存続会社）と株式会社ラブドラッグス（吸収合併

消滅会社）を吸収合併の方式により合併

2015年10月 伊東秀商事株式会社（吸収合併消滅会社）と株式会社PALTAC（吸収合併存続会社）を吸収合併の

方式により合併

2016年10月 株式会社マツモトキヨシ（吸収合併存続会社）と杉浦薬品株式会社（吸収合併消滅会社）を吸収

合併の方式により合併

2016年10月 株式会社トウブドラッグ（吸収分割会社）のドラッグストア事業を株式会社マツモトキヨシ 

（吸収分割承継会社）へ吸収分割により承継、分割後の株式会社トウブドラッグ（吸収合併消滅 

会社）と株式会社マツモトキヨシファーマシーズ（吸収合併存続会社）を吸収合併の方式によ 

り合併

2017年４月 株式会社マツモトキヨシ（吸収合併存続会社）と弘陽薬品株式会社（吸収合併消滅会社）を吸収

合併の方式により合併

2017年10月 台湾における臺隆工業股份有限公司と当社との間で、台湾においてドラッグストア事業展開を目

的とした基本合意書を締結

2018年１月 台湾における臺隆工業股份有限公司と当社との間で、台湾においてドラッグストアを開発・運営

するための合弁会社台湾松本清股份有限公司を発足
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３【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社12社、非連結子会社１社及び関連会社１社の計

15社により構成されております。ドラッグストア・保険調剤薬局のチェーン店経営を行う小売事業を核に、卸売事

業、管理サポート事業を行っております。

当社グループの事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントの関連は、次のとおりであります。ま

た、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。

なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模と

の対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。

事業区分 主要な事業内容

小 売 事 業
・ドラッグストア・保険調剤薬局のチェーン店経営

・保険調剤薬局の開局・運営、薬剤師の派遣等

卸 売 事 業
・小売事業を営む当社グループ会社及び業務提携先が取扱う商品の仕入・販売

・フランチャイズ事業展開及びフランチャイジーへの商品供給

管理サポート事業

・当社グループ会社の経営管理・統轄及び間接業務の受託

・プライベートブランド商品の企画開発

・その他、資産の管理・運用、店舗の建設・営繕、生命保険・損害保険の販売代理業

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有割合

（％）

関係内容

役員の

兼任等

（名）

資金援助

(百万円)
営業上の取引 設備の賃貸借

(連結子会社)

㈱マツモトキヨシ
（注）２．４．５

千葉県
松戸市 21,086

小売事業
卸売事業 100 ４ －

経営管理・統轄
間接業務の受託
商品の販売
資金の貸借

事務所の賃貸借
店舗の賃貸

㈱マツモトキヨシ東日本販売
（注）３．４

宮城県
仙台市
青葉区

100 小売事業 100 － 637

経営管理・統轄
間接業務の受託
商品の販売
資金の貸借

事務所の賃借

㈱ぱぱす
（注）４

東京都
墨田区

100 小売事業 100 － －

経営管理・統轄
間接業務の受託
商品の販売
資金の貸借

事務所の賃借

㈱マツモトキヨシ甲信越販売
（注）４

長野県
長野市

100
小売事業
卸売事業 100 － 2,059

経営管理・統轄
間接業務の受託
商品の販売
資金の貸借

事務所の賃借

㈱示野薬局
（注）４

石川県
金沢市

100 小売事業 100 － 1,874

経営管理・統轄
間接業務の受託
商品の販売
資金の貸借

事務所の賃借

㈱マツモトキヨシ中四国販売
（注）４

岡山県
岡山市
南区

10 小売事業 100 － －

経営管理・統轄
間接業務の受託
商品の販売
資金の貸借

事務所の賃借

㈱マツモトキヨシ九州販売
（注）４

福岡県
福岡市
博多区

352 小売事業 100 － －

経営管理・統轄
間接業務の受託
商品の販売
資金の貸借

事務所の賃借

㈱マツモトキヨシ
ファーマシーズ
（注）４

千葉県
松戸市

55 小売事業 100 ２ 203

経営管理・統轄
間接業務の受託
商品の販売
資金の貸借

事務所の賃貸

㈱マツモトキヨシ
ホールセール

千葉県
松戸市

100 管理サポート
事業

100 ２ －
経営管理・統轄
間接業務の受託
資金の貸借

事務所の賃貸

㈱マツモトキヨシ
アセットマネジメント

千葉県
松戸市

80
管理サポート

事業 100 ２ 82
経営管理・統轄
間接業務の受託
資金の貸借

事務所の賃貸借

㈱エムケイプランニング
千葉県
松戸市

50
管理サポート

事業
100 － －

経営管理・統轄
間接業務の受託
資金の貸借

事務所の賃貸

㈱マツモトキヨシ保険
サービス

千葉県
柏市

10 管理サポート
事業

100 １ －
経営管理・統轄
間接業務の受託
資金の貸借

－

（注） １．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．当社は同社の建物賃貸借契約及び出店契約等について、連帯保証を行っております。

４．当社は同社のリース契約について、連帯保証を行っております。

５．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

株式会社マツモトキヨシ

(1) 売上高 384,257百万円

(2) 経常利益 28,127百万円

(3) 当期純利益 18,416百万円

(4) 純資産額 93,127百万円

(5) 総資産額 169,082百万円
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

2019年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

小売事業 5,524 （8,016）

卸売事業 55 （2）

管理サポート事業 852 （110）

合計 6,431 （8,128）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員（８時間換算）は年間の平均人員を（ ）に外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

2019年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

426  (60) 45.6 13.4 7,190,679

セグメントの名称 従業員数（人）

卸売事業 55 （2）

管理サポート事業 371 （58）

合計 426 （60）

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員（８時間換算）は年間の平均人員を（ ）に外数で記載しておりま

す。

２．当社従業員は、主に連結子会社である株式会社マツモトキヨシからの出向者であり、平均勤続年数の算定に

あたっては当該会社の勤続年数を通算しております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3）労働組合の状況

当社は主要な子会社である株式会社マツモトキヨシに「マツモトキヨシ労働組合」（上部団体 ＵＡゼンセン）

が組織されております。

なお、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）会社の経営の基本方針

当社グループは、「１ｓｔ ｆｏｒ ｙｏｕ．あなたにとっての、いちばんへ。」をグループ経営理念としてお

ります。また、この理念に基づき、以下を経営の基本方針としております。

・当社は、当社グループに関わるすべての人が、いつまでも美しく、健康で心豊かな生活を送れるよう奉仕して

まいります。

・当社は、これからの高齢化社会を支えるため、セルフメディケーションを推進し、お客様とその大切な人の健

康を守る「かかりつけ薬局」として貢献していきたいと考えております。

・当社は、美と健康の分野で、常に新しい価値の創造とまごころを込めたサービスを提供することにより、“美

と健康の分野になくてはならない企業グループ”を目指してまいります。

・当社は、美と健康を通じて、すべてのステークホルダーから信頼され支持される企業グループを目指し、その

ための努力を惜しまず、常に挑戦し、成長し続けてまいります。

(2）目標とする経営指標

当社グループは、経営ビジョンとして「美と健康の事業分野において『売上高１兆円企業』を目指す。」を掲

げ、その実現を目指しております。このビジョンを実現するための経営目標として「2021年３月期 グループ売上

高 8,000億円、ＲＯＥ 10％以上の維持・継続」を設定しております。

(3）会社の対処すべき課題

当社グループは、“美と健康の分野においてなくてはならない企業グループ”の実現を目指して、３つの戦略

テーマ「専門性×独自性による美と健康の地域貢献（役割・責務）」、「既存の枠にとらわれない新しいビジネ

スの創造（挑戦・成長）」、「企業価値を高めるグループ経営の高度化（統治・改革）」を設定し、取組んでま

いります。

当社グループの対処すべき課題は、次のとおりであります。

① 深化した次世代ヘルスケアサービスの推進

当社グループは、競争がますます激しくなる環境の中において、社会構造やお客様のライフスタイルの変化

などをいち早く察知し、すべての人がいつまでも美しく、健康で心豊かな生活を送れるよう取組んでまいりま

す。

そのためには、既存事業であるドラッグストア店舗・保険調剤薬局をただ拡大するだけでなく、創業の原点

である薬・化粧品・調剤の３つを柱に、信頼され選ばれるドラッグストア、かかりつけ薬局を目指し、「高い

専門性」、「マツモトキヨシならではの独自性」を高め、地域包括ケアシステムの一員として地域社会へ貢献

できるよう努めてまいります。

② 利益につながるデジタルマーケティングの推進

当社グループは、急速に進化するＩＴを活用することで、お客様の生活スタイルの変化や嗜好・ニーズを的

確にとらえ、一人ひとりのお客様との距離を縮め、深く繋がれるようデジタルマーケティング基盤の強化に取

組んでまいります。

6,000万を超えるお客様との接点を活用した分析力を更に高め、当社にしかない商品の開発やメーカー様向け

ブランドマーケティング支援を推進するだけでなく、マーケティングノウハウそのものをサービス化し、異業

種との連携を拡大するなど、既存の枠にとらわれずに新しい収益の柱となるよう企業価値の向上に努めてまい

ります。

③ 積極的なグローバル展開の推進

当社グループは、パスポートデータ分析を活用した最適な品揃えやキャッシュレス決済への対応など、国内

インバウンド対応を高度化するだけでなく、アジアを中心とした海外店舗展開と合わせて、グローバル会員獲

得に向けた仕組みづくりや海外で支持される商品の開発、提供に取組み、グローバル基盤の確立に向けて積極

的に推進してまいります。
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(4）株式会社の支配に関する基本方針について

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 基本方針の内容

当社は、会社の支配に関する基本方針として、当社の経営権の主導に影響する買収として、当社の取締役会

の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」もありますが、これが企業価値及び株主共同の利益に資す

るものであれば、このような買収行為を一概に否定するものではありません。

また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案に対する判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行わ

れるべきものと考えております。

しかしながら、このような買収の中には、明らかに、企業価値及び株主共同の利益をかえりみることなく、

もっぱら買収者自らの利潤のみを追求しようとするもの、株主に株式の売却を事実上強要するもの、買付対象

会社の株主や取締役会が大規模買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案す

るために十分な情報や時間を提供しないもの等、企業価値及び株主共同の利益に反する結果を与える可能性も

否定できません。

このような状況のもと、当社は、買収者に対し、株主の皆様のご判断に必要な事項についての情報提供を求

め、それに対する当社取締役会の意見を公表し、それらの情報をもとに株主の皆様が適切に検討できるだけの

十分な内容と時間を確保すること、また、買収者との交渉の機会を確保すること、株主の皆様へ代替案を提示

すること等により、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保することが当社取締役会に課せられた重要な責

務のひとつと認識しております。

以上の理由から、当社の更なる企業価値及び株主共同の利益の向上を図り、その取組みに全経営資源を集中

させるためには、大規模買付行為やそれを前提とする買付提案を行う場合に関する一定のルールを定めておく

必要があると考えております。

② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別

な取組み

イ．企業価値及び株主共同の利益向上に向けた取組み

当社グループは、1932年、松本清が千葉県松戸市に『松本薬舗』を創業して以来、当時薬局が主流だった

時代に新たな「ドラッグストア業態」を浸透させ、長年に渡りドラッグストア業界を牽引してまいりまし

た。現在も、当社グループは創業当時から受け継がれてきた『チャレンジ精神』を強みとして生かし、着実

に事業成長を続けております。

当社グループの企業価値の源泉は、

(ⅰ) 都心を中心とした好立地への多店舗展開と高い知名度・ブランド力

(ⅱ) 保有する顧客データと多様な顧客接点を融合させたＣＲＭ情報基盤

(ⅲ) 出店・販促・商品開発等に活用される高度なデータ解析ノウハウ

(ⅳ) 優秀な人材の確保・育成・定着を促し企業の成長を支える人材マネジメント

(ⅴ) 将来の成長投資と株主還元を実現する健全な財務体質

にあると考えております。したがいまして、当社の企業価値及び株主共同の利益を最大化していくために

は、このような当社グループの企業価値を支える源泉を中長期的な観点から育て、強化していくことが重要

となります。

当社グループは、日本がこれから迎える超高齢化社会における当社グループへの期待、役割及び重要性を

十分理解し“美と健康の分野になくてはならない企業グループ”を目指しております。その実現に向けて

「専門性×独自性による美と健康の地域貢献（役割・責務）」、「既存の枠にとらわれない新しいビジネス

の創造（挑戦・成長）」、「企業価値を高めるグループ経営の高度化（統治・改革）」を基軸として、企業

価値及び株主共同の利益を向上させるべく、より一層邁進してまいります。
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ロ．コーポレートガバナンスの強化に向けた取り組み

当社グループは、グループ経営理念に基づき、お客様だけでなく、株主様、従業員、お取引先様、地域社

会などの、すべてのステークホルダーの皆様と長期的な信頼関係を構築し、“美と健康の分野になくてはな

らない企業”として社会に必要とされる企業グループであり続けるために、その基盤となるコーポレートガ

バナンスを充実させることを目的とします。

当社は監査役会設置会社として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。

当社は、取締役９名のうち３名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役としており、社外取締

役３名、社外監査役２名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。

当社は、高い独立性が確保された独立役員が連携を図り、外部からの視点を取締役会や監査役会へ取り入

れることにより、監督機能、監査機能や多様性を高めております。

当社は、この他、取締役の任期を１年として、取締役の使命と責任をより明確にしており、また、執行役

員制度を導入し、企業経営における業務の執行と監督を分けて、取締役と執行役員の機能及び責任を明確に

しております。

その他コーポレートガバナンス体制としては、職務執行の効率化を図るため、取締役、執行役員、常勤監

査役で構成される経営会議を取締役会の下位会議体として設置し、グループ会社の管理・指導・助言を確

実、かつ効果的に実施するために、グループ社長会を設置しております。

また、内部監査部門として内部統制統括室を設置し、監査役と充実した連携を図り、各部門及びグループ

会社の業務に関する内部監査や内部統制体制を監視し、事業活動の適切性・効率性を確保し、有効な監査体

制を構築しております。

なお、コンプライアンスとリスク管理においては、表裏一体の活動が必要と考え、当社及び当社グループ

のコンプライアンスとリスク管理の推進を図るため、コンプライアンス・リスク委員会を設置しておりま

す。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み

当社は、当社の株式に対して大規模買付行為が行われた場合、その大規模買付行為が当社の企業価値及び株

主共同の利益を毀損させるものでないかについて、株主の皆様が必要かつ十分な情報と相当な検討期間に基づ

き判断することができるようにするため、大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を導入しております。

直近では、2018年５月21日開催の取締役会において、当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛

策）の一部を変更して継続すること（以下「本プラン」といいます。）を決議し、2018年６月28日開催の第11

回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただいております。

なお、本プランの詳細につきましては、2018年５月21日付当社プレスリリースにて公表しておりますので、

次の当社ウェブサイトにてご参照ください。

（https://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/CGI/news/view.cgi）

④ 具体的取組みに対する当社取締役の判断及びその理由

当社では、本プランの設計に際して、以下の点を考慮しており、当社の基本方針に沿い、企業価値及び株主

共同の利益に合致するものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。

イ．株主意思の反映

本プランにより対抗措置の発動をする場合は、原則として、株主総会の決議に基づき行われます。また、

本プランは、本株主総会における株主の皆様からのご承認を条件として更新されます。本プランの有効期間

の満了前であっても、取締役会又は株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本

プランはその時点で廃止されます。

そのため、本プランの継続及び対抗措置の発動について、株主の皆様のご意向が反映されるプランとなっ

ております。
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ロ．買収防衛策に関する指針等の要件の充足

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則）をすべて充足しています。また、企業価値研

究会が2008年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容と

なっております。

さらに、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものとなっておりま

す。

ハ．独立性の高い社外者の判断に従うことにより当社取締役会の裁量を排除

当社は、本プランの導入にあたり、本プランの対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判

断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しておりま

す。独立委員会の委員は３名以上とし、当社との間に特別の利害関係を有していない社外取締役・社外監査

役・弁護士・公認会計士・税理士・学識経験者・投資銀行業務に精通する者・実績のある経営者等から構成

されるものとしております。

当社は、本プランの対抗措置の発動及び発動の中止については、独立委員会の勧告に従い、対応すること

といたします。これにより、当社取締役会の裁量を排除し、本プランの公正性を担保しております。

ニ．デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役により構成される当社取締役会の決議をもって廃止する

ことができるものとされており、大規模買付者が当社の株主総会で取締役を指名し、当該取締役により構成

される当社取締役会の決議をもって本プランを廃止することが可能です。

したがって、本プランはいわゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役会を構成する取締役の過半数を交

替させても、なおその発動を阻止することができない買収防衛策）ではありません。また、当社取締役の任

期は１年であることから、本プランは、いわゆるスローハンド型の買収防衛策（取締役会を構成する取締役

を一度に交替させることができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策）でもありま

せん。
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２【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよう

なものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）法的規制について

① 出店に関する規制等について

当社グループは、1,000㎡超の店舗の新規出店及び既存店の増床について、「大規模小売店舗立地法」によ

る規制を受け、都道府県知事（政令指定都市においては市長）への届出が義務付けられています。また、

「大規模小売店舗立地法」の規制に準じて、地方自治体との調整が必要になる場合があります。このため、

新規出店及び既存店舗の増床等において、出店地域によっては出店政策に影響を及ぼす可能性があります。

② 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（以下「医薬品医療機器等法」）

による規制について

「医薬品医療機器等法」上、医薬品、医療機器等を販売するためには、薬局開設許可、店舗販売業許可、

高度管理医療機器等販売業許可など、各都道府県知事の許可等が必要とされています。

また、医薬品の販売方法（要指導医薬品及び第１類医薬品については薬剤師のみが、第２類医薬品及び第

３類医薬品については薬剤師または登録販売者が販売しなければならない）・陳列方法（医薬品の分類ごと

に陳列しなければならないこととされ、かつ、要指導医薬品、第１類医薬品及び指定第２類医薬品について

は、陳列場所が指定）や、医薬品販売時の情報提供及び販売記録の作成・保存等についても「医薬品医療機

器等法」上、規制がなされています。

医薬品等の販売や陳列等については「医薬品医療機器等法」により広く規制がなされていることから「医

薬品医療機器等法」が改正された場合には、店舗の営業等に影響を及ぼす可能性があります。

(2）薬剤師等の確保について

「医薬品医療機器等法」上、薬剤師が薬局を、薬剤師又は登録販売者が店舗販売業の店舗を実地に管理し

なければならないとされており、また、(1）に記載のとおり医薬品の販売は薬剤師または登録販売者が行わ

なければならないこととされています。更に、「薬剤師法」では、調剤業務は薬剤師が行わなければならな

いとされています。このため、店舗拡大に際しては薬剤師及び登録販売者を確保することが重要となり、確

保の状況によっては出店政策に影響を及ぼす可能性があります。

(3）医薬品の販売について

当社グループの店舗のうち、調剤専門薬局及び調剤併設店舗においては、調剤監査システム等の導入によ

り、万全の管理体制の下、調剤過誤の発生の防止に細心の注意を払っております。また、要指導医薬品及び

一般用医薬品についても、販売時における適正な情報収集と情報提供を行い、過誤の発生防止に努めており

ます。

しかしながら、調剤薬の欠陥、調剤過誤等により、将来、訴訟を提起されるようなことがあった場合に

は、経済的損失を被るだけではなく、当社グループの社会的信用を損なうなどの理由により、業績に影響を

及ぼす可能性があります。

(4）調剤報酬の改正について

診療報酬及び医療用医薬品の価格（薬価）は法令により定められています。現在、国民医療費の抑制策と

して、診療報酬及び薬価の改定が実施されておりますが、診療報酬等の改定の内容によっては業績に影響を

及ぼす可能性があります。
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(5）店舗展開について

出店交渉の進捗状況、賃貸人側の事情、「大規模小売店舗立地法」の許可の関係等、何らかの事情により

着工が遅れた場合、出店計画が変更になり、業績に影響を及ぼす可能性があります。

店舗賃貸借契約においては、敷金・保証金、建設協力金等の預託・貸付を行うことがあり、賃貸人が倒産

等の状況に至った場合、敷金・保証金、建設協力金等を回収することができなくなる可能性があります。

(6）個人情報保護について

当社グループは、「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」）に定められている個人情

報取扱事業者として個人情報に係る義務の遵守が求められます。当社グループにおいては、膨大な会員情報

や調剤に関する情報などの個人情報を保有しているので、内部管理体制の強化を図り、個人情報の管理につ

いては細心の注意を払っておりますが、予期せぬ事態により個人情報が流出した場合には、個人への賠償問

題や社会的信用を損なうなどの理由により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、マイナンバー等の個人識別符号についてもその他の個人情報と同等以上の安全管理措置を講じてお

りますが、予期せぬ事態により個人識別符号が流出した場合には、その他の個人情報の場合と同様に業績に

影響を及ぼす可能性があります。

(7）人材について

代表取締役を始めとする取締役及び従業員は、当社グループ経営に重要な役割を果たしております。これ

らのうち、取締役が業務執行をできない事態が生じた場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、

従業員については、事業拡大に応じた人材確保、教育、育成を行っておりますが、他社からの引き抜きなど

により人材確保が十分にできなかった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8）減損会計の適用について

「固定資産の減損に係る会計基準」の適用により、今後においても、店舗の収益性の変化によっては固定

資産の減損処理が必要になる場合があります。その場合、特別損失が計上され業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

(9）自然災害等について

当社グループの事業展開地域において、地震・台風等の自然災害が発生し、当社グループの店舗及びその

他の施設に物理的な損害が生じた場合、並びに取引先や仕入・流通ネットワークに影響を及ぼす何らかの事

故等が発生した場合も同様に、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

（以下「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関す

る認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当連結会計年

度の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計

年度との比較・分析を行っております。

また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において判断したものであります。

(1) 経営成績

当連結会計年度（2018年４月１日～2019年３月31日）における日本経済の現状は、各種の景気指標においては

改善の兆しが見られるものの、世界経済の減速懸念、それに伴う世界的な株価の変動、原油価格の動向、為替相

場の状況、これら外的要因の影響も含めた消費マインドの変化など、先行き不透明感は依然として拭えず消費環

境は厳しい状況で推移しました。

ドラッグストア業界におきましては、業種・業態を越えた競合企業の新規出店、商勢圏拡大に向けた新たなエ

リアへの侵攻、Ｍ＆Ａによる規模拡大、同質化する異業種との競争、それらが要因となる狭小商圏化など、我々

を取り巻く経営環境は厳しい状況が継続しております。

このような環境の中、当社グループは、ローリングした中期的な戦略テーマとして「需要創造に向けた新業態

モデルの構築」「オムニチャネルを起点としたＣＲＭのさらなる進化」の２つを継続し、新たな戦略テーマとし

て「市場シェアの向上と強固な収益基盤の確立」を掲げ取組んでまいりました。

具体的には、エリアシェア拡大に向けた主要都市での至近距離出店、インバウンド需要獲得のための新たな立

地への展開とともに、既存店における免税対応店舗の拡大（新店を含め929店舗（前期末比401店舗増））を図

り、これら店舗から得られた各種データを活用することで立地・環境に合わせた最適な品揃えを実行してまいり

ました。

調剤事業の強化・拡大に向けた取組みとしましては、厚生労働省が進める「健康サポート薬局」の認可を受け

た24店舗において地域医療連携を推進するとともに、調剤サポートプログラムの導入契約も順調に拡大しており

ます。また、プライベートブランド（ＰＢ）商品に関しましては、日常的なアスリートを応援する当社管理栄養

士監修シリーズとして「matsukiyo LAB アスリートライン」の展開を開始し、人気のエナジードリンクは第４弾

となる爽快系成分を含んだ「EXSTRONG CAFOON ENERGY DRINK（エクストロングキャフーンエナジードリンク）」

を発売するなどＰＢ商品の構成比拡大に努めてまいりました。

また、これまで多くのデザイン賞を獲得した「matsukiyo」のト

イレットペーパーが、世界最高峰のクリエイティブ賞である「D＆

AD賞」において部門最高賞の「イエローペンシル賞」とともに、

世界三大広告賞の一つ「The One Show」においてもメリット賞を

受賞するなど引き続き、そのデザインにおいても高い評価をいた

だいております。

なお、これらプライベートブランド戦略が奏功し、世界最大のブランディング専門会社であるインターブラン

ド社による日本で初めての「ブランディング活動」を評価する新たなアワード『Japan Branding Awards 2018』

において「Best of the Best賞」を受賞いたしました。

（関連情報：<<https://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/b7d082203bc390801ef1e71f7b916e5f.pdf>>）
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ナショナルブランドメーカーとの共同企画品としましては、ロート製薬株式会社と、女性向け目薬「ロートリセ」ブランドよ

り、働く女性の目の疲れを癒す「ロート リセリッチプレミアム」を当社グループ専売品として新発売いたしました。

継続した取組みとしましては、ＫＰＩ（グループの重要業績評価指標）管理による経営の効率化を図り、各事

業会社の業績改善を推進するとともに、当社グループの強みとなる顧客接点数（ポイントカード会員／ＬＩＮＥ

の友だち／公式アプリのダウンロード数）の獲得に努め、その総数は延べ6,000万超まで拡大しました。

新たな取組みとしましては、2018年４月30日よりＮＴＴドコモの「dポイントサービス」の取扱いを開始し、

順次グループ各店に拡大（３月末現在1,600店舗超）しております。

フランチャイズ事業に関しましても、新たに「株式会社京成ストア」「株式会社東急ステーションリテールサ

ービス」「株式会社京王ストア」「東京シティ・エアターミナル株式会社」の４社と契約を締結いたしました。

海外事業としましては、中華人民共和国における越境ＥＣやタイ王国での「マツモトキヨシ」店舗の展開も33

店舗まで順調に拡大し、台湾におけるドラッグストア事業に関しましても10月に１号店、11月に２号店をオープ

ンするなどインバウンドだけでなく国外においても外国人のお客様需要の獲得を図っております。

新規出店に関しましては、銀座エリアでのシェア拡大に向け「銀座みゆきAve.店」、新宿エリアでのシェア拡

大に向けた「新宿歌舞伎町店」などの至近距離展開を図るとともに、空港における国際線ターミナル直営１号店

となる「福岡空港国際線ターミナル店」、出国手続き後エリアへの初出店となる「成田国際空港第１ターミナル

店」、世界遺産に登録された富士山を望む「富士山静岡空港店」、アウトレット７店舗目となる「ＯＵＴＬＥＴ

三井アウトレットパーク木更津店」のオープンなど、多彩なフォーマットで展開できるノウハウを生かし、グル

ープとして81店舗をオープンしました。また、既存店舗の活性化を目的として「matsukiyo LAB」への業態変更

を含め88店舗の改装を実施するとともに、不採算店舗31店舗の閉鎖など収益構造の改革を着実に進めておりま

す。その結果、当連結会計年度末におけるグループ店舗数は1,654店舗となりました。

（※タイ王国においてセントラル＆マツモトキヨシリミテッドが運営する33店舗及び台湾において台湾松本清

股份有限公司（Matsumotokiyoshi（Taiwan）Limited）の運営する２店舗はグループ店舗数の総数に含んでおり

ません。）

なお、当社グループが注力しております社会貢献活動（ＣＳＲ）に関しましては、第25回及び第26回セルフメ

ディケーションフォーラム「美と健康のエキスパートから学ぶ今日から始めるワタシ磨き」を開催し、多くのお

客様のご参加をいただくなど、美しく健康であり続けたい方々を応援する取組みも実施してまいりました。

以上の結果、売上高5,759億91百万円(前期比3.1％増)、営業利益360億28百万円（同7.3％増）、経常利益389

億78百万円（同7.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益250億35百万円（同10.0％増）となり、売上及び各

利益とも、過去最高となりました。
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セグメントの業績は次のとおりであります。

＜小売事業＞

第１四半期は、期初から比較的天候には恵まれ高温で推移したものの、５月は低温傾向、６月は例年より早い

梅雨入りと梅雨明けになったことで、春夏物のシーズン商品は月度によって好不調が分かれるかたちとなりまし

た。

第２四半期は、記録的な高温が続き、全国的な豪雨被害、大型台風の上陸、北海道胆振東部地震の発生など多

くの自然災害が発生し、来店客数に大きな影響を及ぼしました。

第２四半期までに発生した自然災害の影響は徐々に回復しつつも、暖冬傾向となった第３四半期は、冬物シー

ズン商品が大変厳しい状況で推移し、インフルエンザの流行や昨年より早い飛散となったスギ花粉による花粉症

関連商品は堅調に推移したものの、暖冬傾向が続いた第４四半期もシーズン商品は苦戦を強いられました。

しかしながら、新規出店、ＰＢ商品の拡販、改装による既存店の活性化、効率的かつ効果的な販促策の実行、

ＫＰＩ管理による経営の効率化等に努めることで収益は順調に拡大しました。

訪日外国人観光客に関しましては、６月に発生した大阪北部地震を含めた自然災害により、関西及び北海道に

おいて訪日外国人観光客数に一定の影響を及ぼしましたが、購買動向の変化を捉えたきめ細かな対応、各種のマ

ーケティング戦略、免税対応店舗の拡大などにより関東を中心にその他のエリアがけん引するかたちで大きく伸

長し、越境ＥＣも含め順調に拡大いたしました。

調剤事業に関しましては、薬価改定があったものの、引き続き既存店への調剤併設を含め、高い収益性の見込

める物件を優先的に開局するとともに、技術料の獲得、健康サポート薬局として地域医療連携を深めるなどの各

種施策により、処方箋応需枚数が増加したことで順調に伸長しております。

＜卸売事業＞

卸売事業は、小売事業同様にシーズン商品は好不調が分かれる展開となりましたが、新たにフランチャイズ契

約を締結した「株式会社京成ストア」「株式会社東急ステーションリテールサービス」「株式会社京王ストア」

の出店とともに既存契約企業の新規出店、調剤サポートプログラムの新規契約、インバウンド需要の獲得により

順調に拡大しました。

このような営業活動に基づき、小売事業の売上高は5,545億56百万円（前期比3.0％増）、卸売事業182億86百

万円（同4.9％増）、管理サポート事業31億49百万円（同2.5％増）となりました。
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売上及び仕入の状況は次の通りであります。

① 事業部門別売上状況

当連結会計年度の売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

金額（百万円） 前期比（％）

小売事業 554,556 103.0

卸売事業 18,286 104.9

管理サポート事業 3,149 102.5

合計 575,991 103.1

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．売上に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

② 地区別売上状況

当連結会計年度の売上実績を地区ごとに示すと、次のとおりであります。

地区別

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

金額（百万円） 前期比（％） 備考

小売事業

北海道・東北エリア （91店舗） 24,601 101.0 １店増

関東エリア （897店舗） 339,912 103.5 21店増

甲信越エリア （117店舗） 32,287 102.9 ６店増

東海・北陸エリア （142店舗） 36,192 101.9 １店増

関西エリア （136店舗） 72,034 102.5 11店増

中国・四国エリア （60店舗） 13,637 99.2 ４店増

九州・沖縄エリア （158店舗） 34,903 103.6 ６店増

小計 （1,601店舗） 553,570 103.0 50店増

卸売事業 17,780 104.8

合計 （1,601店舗） 571,350 103.1 50店増

（注）１．地区別売上状況は管理サポート事業を除いております。また、上記の金額には営業収入（テナントからの

受取家賃及びフランチャイジーからのロイヤルティ収入等）は含まれておりません。

２．卸売事業は、フランチャイジーへの商品供給を含めて表示しております。なお、当連結会計年度末におけ

るフランチャイズ店の店舗数は53店舗であります。

３．店舗数は2019年３月31日現在であります。

４．売上に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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③ 商品別売上状況

当連結会計年度の売上実績を商品ごとに示すと、次のとおりであります。

商品別

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

金額（百万円） 前期比（％）

小売事業

医薬品 176,260 102.8

化粧品 227,752 104.7

雑貨 97,736 101.3

食品 51,820 99.8

小計 553,570 103.0

卸売事業 17,780 104.8

合計 571,350 103.1

（注）１．商品別売上状況は管理サポート事業を除いております。また、上記の金額には営業収入（テナントからの

受取家賃及びフランチャイジーからのロイヤルティ収入等）は含まれておりません。

２．売上に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

④ 主要顧客別売上状況

該当事項はありません。

⑤商品別仕入状況

当連結会計年度の仕入実績を商品ごとに示すと、次のとおりであります。

商品別

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

金額（百万円） 前期比（％）

小売事業

医薬品 105,757 102.7

化粧品 160,523 104.7

雑貨 73,531 99.7

食品 44,713 99.0

小計 384,526 102.5

卸売事業 17,700 104.9

合計 402,227 102.6

（注）１．商品別仕入状況は管理サポート事業を除いております。

２．仕入に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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(2）財政状態

(資産)

当連結会計年度末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べて41億46百万円増加して3,183億

24百万円となりました。これは主に現金及び預金が82億64百万円減少したものの、商品が63億81百万円、受取手

形及び売掛金が25億67百万円、未収入金が12億２百万円、流動資産のその他が11億87百万円増加したこと等によ

るものであります。

(負債)

負債につきましては、２億51百万円減少して1,090億54百万円となりました。これは主にリース債務（長期）

９億９百万円増加したものの、買掛金が14億92百万円減少したこと等によるものであります。

(純資産)

純資産につきましては、43億98百万円増加して2,092億69百万円となりました。これは主に、自己株式139億9

百万円の増加により純資産が減少したものの、利益剰余金186億77百万円増加があったこと等によるものであり

ます。

(3）キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は433億49百万円となり、前連結会計年度末と比較して

82億64百万円減少となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は、218億97百万円（前期は279億38百万円の獲得）となりました。これは主に、

税金等調整前当期純利益373億69百万円の計上等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、78億72百万円（前期は77億41百万円の使用）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出45億98百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、222億90百万円（前期は70億60百万円の使用）となりました。これは主に、

自己株式の取得による支出139億72百万円等によるものであります。

(資本の財源及び資金の流動性)

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、主に営業活動により得られた資金を新規出店に係る

設備投資に充当しております。

４【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

５【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度においては、グループ全体での出店及び改装を行い、小売事業を中心とした設備投資は88億47百

万円となりました。

また、店舗システム強化による投資を含めた無形資産投資14億85百万円を行いました。

その他、賃貸借契約に係る敷金及び保証金支出額は23億64百万円となり、その結果、卸売事業及び管理サポート

事業の投資を含め、当連結会計年度の総設備投資額は、12,697百万円となりました。

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

2019年３月31日現在

事業所名 セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額

従業員数

（人）
建物及び

構築物

(百万円)

土地
リース資産

（百万円）

有形固定資産

その他

（百万円）

その他

(百万円)

合計

(百万円)金額

（百万円)

面積

（㎡）

［本部等］

本社
管理サポート事業・

卸売事業
事務所 1,168  2,534  4,471 27 158  3,195  7,085

426

[60]

その他 管理サポート事業 賃貸他 115  1,574  254 － 5  0  1,696 －

合計 － － 1,284 4,109  4,725  27  164  3,195  8,781
426

[60]

（注）１．「有形固定資産その他」は船舶及び工具器具備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。

２．「その他」は無形固定資産、長期前払費用及び敷金保証金であります。

無形固定資産にソフトウエア仮勘定は含まれておりません。 

なお、長期前払費用及び敷金保証金につきましては、金融商品に係る会計基準適用前の金額で表示してお

ります。 

３．従業員数の［ ］内は臨時従業員（８時間換算）の年間の平均人員であり、外数表示であります。
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(2）国内子会社 2019年３月31日現在

会社名
事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額

従業員数

（人）
建物及び

構築物

(百万円)

土地 リース

資産

（百万円）

有形固定

資産その他

(百万円)

その他

(百万円)

合計

(百万円)金額

(百万円)

面積

（㎡）

㈱マツモトキヨシ

各店舗

(関東エリア）
小売事業 店舗 7,914  17,525  20,322 2,850 1,506  18,403 48,200

2,640

[3,790]

各店舗

(東海・北陸

エリア)

〃 〃 1,287 － － 279  196  1,290  3,054
296

[456]

各店舗

(関西エリア)
〃 〃 1,571 － － 490  342  3,561  5,966

424

[652]

その他

(－）

管理

サポート

事業

－ 1,272  12,251  7,842 － 2  600  14,128 －

㈱マツモトキヨシ

東日本販売

各店舗

(北海道・東北

エリア他）

小売事業 店舗 1,645 4,293 8,858 500 301 3,778 10,518
529

[708]

㈱ぱぱす
各店舗

(関東エリア）
小売事業 店舗 1,598 126 442 171 384 3,520 5,801

407

[680]

㈱マツモトキヨシ

甲信越販売

各店舗

(甲信越

エリア）

小売事業 店舗 2,947  637 16,496  439  277  1,646  5,948
330

[612]

㈱示野薬局

各店舗

(東海・北陸

エリア）

小売事業 店舗 512  23  1,023  54  31  623  1,244
153

[158]

㈱マツモトキヨシ

中四国販売

各店舗

(中国・四国

エリア他）

小売事業 店舗 808 0 67  124  91  1,407  2,432
287

[243]

㈱マツモトキヨシ

九州販売

各店舗

(九州・沖縄

エリア他）

小売事業 店舗 2,613  299  5,243  489  398  2,472  6,273
392

[648]

㈱マツモトキヨシ

ファーマシーズ

各店舗

(関東

エリア他）

小売事業 店舗 131 － － 53  16  226  428
66

[69]

（注）１．「有形固定資産その他」は車両運搬具及び工具器具備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。

２．「その他」は無形固定資産、長期前払費用及び敷金保証金であります。

無形固定資産にはソフトウエア仮勘定は含まれておらず、敷金保証金には開店前の店舗に係るものは含まれ

ておりません。

なお、長期前払費用及び敷金保証金につきましては、金融商品に係る会計基準適用前の金額で表示しており

ます。

３．従業員数の［ ］内は臨時従業員（８時間換算）の年間の平均人員であり、外数表示であります。

４．その他の子会社には主要な設備はありません。
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３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

なお、当連結会計年度末現在における設備計画の主なものは次のとおりであります。

設備名 区分
予算金額

(百万円)

既支払額

(百万円)

今後の

所要額

(百万円)

着工年月 完成予定年月

増加売場

面積

(㎡)

（株式会社マツモトキヨシ）

[小売事業]

新宿通り店

（東京都新宿区）
新設 365  269  95  2019年３月 2019年４月 380

ドラッグストアMINANO分倍河原店

（東京都府中市）
新設 118  52  66  2019年３月 2019年４月 667

名古屋植田駅前店

(愛知県名古屋市天白区)
新設 104  66  38  2019年３月 2019年４月 356

ドラッグストア船橋日の出店

（千葉県船橋市）
新設 121  10  111  2019年３月 2019年５月 571

新宿靖国通り店

（東京都新宿区）
新設 98 － 98  2019年５月 2019年６月 152

ドラッグストア佐倉城址公園前店

（千葉県佐倉市）
新設 121  30  91  2019年５月 2019年７月 746

東陽町駅前店

（東京都江東区）
新設 94  34  59  2019年５月 2019年７月 429

赤坂見附駅前店

（東京都港区）
新設 153 － 153  2019年７月 2019年８月 198

ドラッグストア御殿場ぐみ沢店

（静岡県御殿場市）
新設 155  8  147  2019年９月 2019年10月 826

テラスモール松戸店

（千葉県松戸市）
新設 99  14  84  2019年９月 2019年10月 363

（株式会社マツモトキヨシ東日本販売）

[小売事業]

ドラッグストア西那須野東町店

（栃木県那須塩原市）
新設 85  10  75  2019年３月 2019年４月 958

（株式会社マツモトキヨシ甲信越販売）

[小売事業]

安田店

（新潟県阿賀野市）
新設 132  35  96 2019年３月 2019年６月 797

（株式会社マツモトキヨシ九州販売）

[小売事業]

博多駅筑紫口店

（福岡県福岡市博多区）
新設 188  90  98  2019年４月 2019年６月 408

（株式会社マツモトキヨシ中四国販売）

[小売事業]

ブランチ岡山北長瀬店

（岡山県岡山市北区）
新設 99  24  74  2019年３月 2019年６月 463

合計 1,932  645  1,286 7,314

（注）１.今後の所要資金1,286百万円は、自己資金及び借入金等によりまかなう予定であります。

２.設備内容は、建物、構築物、敷金保証金等で、予算金額には、敷金保証金944百万円を含めております。

３.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 420,000,000

計 420,000,000

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数（株）

（2019年３月31日）

提出日現在

発行数（株）

（2019年６月28日）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 109,272,214 109,272,214
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数100株

計 109,272,214 109,272,214 － －

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

・第１回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日 2010年８月10日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役（社外取締役除く） ６名

新株予約権の数（個） ※ 36

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株） ※

普通株式 7,200 （注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円）
※

0.5 （注）２、５

新株予約権の行使期間 ※ 2010年８月26日～2050年８月25日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円） ※

発行価格 645
資本組入額 （注）３、５

新株予約権の行使の条件 ※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

－

 ※ 当事業年度の末日（2019年３月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年５月31

日）現在において、これらの事項に変更はありません。
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・第２回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日 2011年７月15日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役（社外取締役除く） ５名

新株予約権の数（個） ※ 40

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株） ※

普通株式 8,000 （注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円）
※

0.5 （注）２、５

新株予約権の行使期間 ※ 2011年８月３日～2051年８月２日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円） ※

発行価格 670
資本組入額 （注）３、５

新株予約権の行使の条件 ※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

－

 ※ 当事業年度の末日（2019年３月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年５月31

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

・第３回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日 2012年７月13日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役（社外取締役除く） ５名

新株予約権の数（個） ※ 41

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株） ※

普通株式 8,200 （注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円）
※

0.5 （注）２、５

新株予約権の行使期間 ※ 2012年８月２日～2052年８月１日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円） ※

発行価格 710
資本組入額 （注）３、５

新株予約権の行使の条件 ※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

－

 ※ 当事業年度の末日（2019年３月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年５月31

日）現在において、これらの事項に変更はありません。
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・第４回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日 2013年７月12日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役（社外取締役除く） ６名

新株予約権の数（個） ※ 34

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株） ※

普通株式 6,800 （注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円）
※

0.5 （注）２、５

新株予約権の行使期間 ※ 2013年８月８日～2053年８月７日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円） ※

発行価格 1,263
資本組入額 （注）３、５

新株予約権の行使の条件 ※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

－

 ※ 当事業年度の末日（2019年３月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年５月31

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

・第５回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日 2014年７月16日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役（社外取締役除く） ５名

新株予約権の数（個） ※ 32

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株） ※

普通株式 6,400 （注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円）
※

0.5 （注）２、５

新株予約権の行使期間 ※ 2014年８月８日～2054年８月７日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円） ※

発行価格 1,332.5
資本組入額 （注）３、５

新株予約権の行使の条件 ※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

－

 ※ 当事業年度の末日（2019年３月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年５月31

日）現在において、これらの事項に変更はありません。
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・第６回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日 2015年７月15日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役（社外取締役除く） ５名

新株予約権の数（個） ※ 20

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株） ※

普通株式 4,000 （注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円）
※

0.5 （注）２、５

新株予約権の行使期間 ※ 2015年８月８日～2055年８月７日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円） ※

発行価格 2,576.5
資本組入額 （注）３、５

新株予約権の行使の条件 ※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

－

 ※ 当事業年度の末日（2019年３月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年５月31

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

（注）１．当社が普通株式の株式分割または株式併合を行うときには、次の算式により目的たる株式の数を調整する

ものとし、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、ま

たはその他上記の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理

的な範囲内で目的たる株式の数を調整するものとする。

２．新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの金額を0.5円とし、これに付

与株式数を乗じて得られる額とする。

３．資本組入額

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（１）の資本金

等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりとする。

（１）新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から１年間に限り新

株予約権を行使することができるものとする。

（２）新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権を行使することができない。

①新株予約権者が、在任中に禁錮以上の刑に処せられた場合

②新株予約権者またはその法定相続人が、新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合

（３）新株予約権者が死亡した場合、相続人（１名に限る）は、新株予約権を承継し、行使することができる

ものとする。ただし、権利行使期間を超えて当該権利を保有し、権利行使することはできないものとす

る。

（４）各新株予約権の一部行使はできないものとする。

（５）その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契

約」に定めるところによるものとする。

５．2017年11月９日開催の当社取締役会の決議に基づき、2018年１月１日付をもって普通株式１株を２株に分

割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込

金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整され

ております。

②【ライツプランの内容】
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該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減額

（株）

発行済株式

総数残高

（株）

資本金増減額

（百万円）

資本金残高

（百万円）

資本準備金

増減額

（百万円）

資本準備金

残高

（百万円）

2014年６月30日

（注）１
6,800 54,636,107 10 22,051 10 22,832

2018年１月１日

（注）２
54,636,107 109,272,214 － 22,051 － 22,832

（注）１．2014年６月30日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が6,800株、資本金及び資本準

備金がそれぞれ10百万円増加しております。

２．2017年11月９日開催の取締役会決議に基づき、2018年１月１日付で当社普通株式１株を２株に分割してお

ります。これにより株式数は54,636,107株増加し、発行済株式総数は109,272,214株となっております。

（５）【所有者別状況】

2019年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満

株式の状況

（株）政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品

取引業者

その他

の法人

外国法人等

個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） - 74 33 220 359 29 20,979 21,694 －

所有株式数

（単元）
- 263,822 14,188 153,127 378,439 41 282,858 1,092,475 24,714

所有株式数の

割合（％）
- 24.15 1.30 14.02 34.64 0.00 25.89 100.0 －

（注）１．自己株式6,507,508株は、「個人その他」に65,075単元及び「単元未満株式の状況」に８株含めて記載して

おります。

２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が23単元含まれております。

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年
－28－



（６）【大株主の状況】

2019年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式(自
己株式を除
く。)の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口、信託口１、信託口２、信

託口４、信託口５、信託口６、信託口

７、信託口９）

東京都中央区晴海１丁目８－11 12,409.2 12.08

松本 南海雄 千葉県松戸市 6,528.1 6.35

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 4,635.5 4.51

株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１－２ 4,515.6 4.39

松本 鉄男 千葉県松戸市 3,277.3 3.19

エーザイ株式会社 東京都文京区小石川４丁目６番10号 2,815.0 2.74

松本 貴志 東京都港区 2,516.5 2.45

松本 清雄 千葉県松戸市 2,513.4 2.45

HSBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG RE: 

DE-CLTS A/C RE AIF 

（常任代理人香港上海銀行東京支店）

KOENIGSALLEE 21-23,40212 DUESSELDO

RF,GERMANY

 (東京都中央区日本橋３丁目11－１）

1,731.9 1.69

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT

（常任代理人香港上海銀行東京支店）

ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 

02111

（東京都中央区日本橋３丁目11－１） 

1,320.5 1.29

計 － 42,263.1 41.13

（注）１．上記のほか、自己株式が6,507.5千株あります。

２．松本南海雄については、株式会社南海公産（松本南海雄の所有割合77.05％）の所有株式数3,587.1千株を

合算して記載いたしました。

３．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口、信託口１、信託口２、信託口４、信託口５、信託

口６、信託口７、信託口９）の所有株式の内訳は、信託口が5,239.3千株、信託口１が1,065.5千株、信託口

２が986.7千株、信託口４が530.7千株、信託口５が1,596.9千株、信託口６が640.7千株、信託口７が765.5千

株、信託口９が1,583.9千株であります。

４．前事業年度末現在主要株主であった松本鉄男氏は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。
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５．ボストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エルエルシーから2007年８月７日付（報告義務発生日

2007年５月17日）で大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付がありましたが、当社として当事業年度末

における実質所有株式数が確認できないため、上記大株主の状況に含めておりません。また、当該大量保有

報告書は、当社設立以前に株式会社マツモトキヨシへ提出されたものであります。

なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

ボストン・カンパニー・アセット・マネ

ジメント・エルエルシー

アメリカ合衆国, マサチューセッツ州 

02108-4408, ボストン, ワン・ボストン・プ

レイス, メロン・フィナンシャル・センター

3,340.5 6.23

６．2018年11月14日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、松本 鉄男氏が

2018年11月９日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末にお

ける実質所有株式数が確認できないため、上記大株主の状況に含めておりません。

なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

松本 鉄男 千葉県松戸市 4,811.3 4.40
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2019年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 6,507,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 102,740,000 1,027,400 －

単元未満株式 普通株式 24,714 － －

発行済株式総数 109,272,214 － －

総株主の議決権 － 1,027,400 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,300株含まれております。な

お、「議決権の数」欄には同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数23個が含まれております。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、役員報酬ＢＩＰ信託にかかる信託口が所有する当社株式28,400

株（議決権284個）及び株式付与ＥＳＯＰ信託にかかる信託口が所有する当社株式112,200株（議決権1,122

個）が含まれております。

３．「単元未満株式」の欄には、自己株式が８株、役員報酬ＢＩＰ信託にかかる信託口が所有する当社株式20

株及び株式付与ＥＳＯＰ信託にかかる信託口が所有する当社株式40株が含まれております。

②【自己株式等】

2019年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

（％）

（自己保有株式）

株式会社マツモトキヨシ

ホールディングス

千葉県松戸市

新松戸東９番地１
6,507,500 － 6,507,500 5.96

計 － 6,507,500 － 6,507,500 5.96

(注）役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式は上記自己株式に含まれておりま

せん。
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（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

① 当社は、2016年５月12日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）を

対象とした新しい株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入に関する議案を2016年６月29日開催の

第９回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。 

当社は取締役を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高め

ることを目的として、本制度を導入することといたしました。 

イ. 役員向け株式報酬制度の概要

本制度は、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下「ＢＩＰ信託」という。）と称され

る仕組みを採用します。ＢＩＰ信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び

譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであ

り、ＢＩＰ信託が取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を会社業績及び役位等に

応じて、原則として取締役の退任時に交付及び給付するものであります。

ロ. 対象取締役に取得させる予定の株式の総数

54,000株（上限）

ハ. 本制度における受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

取締役のうち受益者要件を充足する者。

② 当社は、2016年８月10日開催の取締役会において、当社及び当社のグループ会社の社員（以下「社員」

という。）に対する新たなインセンティブプランとして、株式交付制度（以下「本制度」という。）の導

入を決議いたしました。

当社及び当社のグループ会社は、一定の受益者要件を満たす社員を対象に、これまで以上に当社の中長

期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、本制度を導入することといたし

ました。

イ. 株式交付制度の概要

本制度は、株式付与ＥＳＯＰ（Employee Stock Ownership Plan）信託（以下「ＥＳＯＰ信託」とい 

う。）と称される仕組みを採用します。ＥＳＯＰ信託とは、米国のＥＳＯＰ制度を参考にした従業員

向けインセンティブプランであり、社員の役職や会社業績等に応じて、ＥＳＯＰ信託が取得した当社

株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を原則として退職時に交付及び給付するものでありま

す。

ロ. 対象社員に取得させる予定の株式の総数

123,600株（上限）

ハ. 本制度における受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

社員のうち受益者要件を充足する者。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2018年11月８日）での決議状況
（取得期間 2018年11月９日～2018年11月９日）

3,500,000 15,200,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 3,223,000 13,971,705,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 277,000 1,228,295,000

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 7.9 8.1

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） 7.9 8.1

（注）東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による取得であります。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 172 829,020

当期間における取得自己株式 34  124,780

（注）当期間における取得自己株式には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他（新株予約権の行使によるもの） 14,200 44,353,170 － －

その他（単元未満株式の買増請求による売渡） 20 80,400 － －

保有自己株式数 6,507,508 － 6,507,542 －

（注）当期間における保有自己株式数には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り及び買増請求による売渡の株式数は含まれておりません。
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３【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要項目の一つと位置付けております。そのため、当社では経営

基盤の強化と収益力向上に努めることで、安定的かつ継続的に配当していくことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回行うことを基本方針としております。これら剰余金の

配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、前事業年度から10円増配の１株当たり65円

（うち中間配当金30円）としております。この結果、当事業年度の連結配当性向は27.1％となりました。当社は

2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記配当金額は株式分割後の

基準にて換算した金額であります。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、インフラ整備・サービス拡充を

含む既存事業の拡大や新規事業の開発並びにＭ＆Ａ戦略等、当社の成長につながる投資へ有効的に活用してまい

りたいと考えております。

なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を

定款に定めております。

基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

2018年11月８日 取締役会決議 3,179 30

2019年６月27日 定時株主総会決議 3,596 35
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、当社グループは、「１ｓｔ ｆｏｒ ｙｏｕ．あなた

にとっての、いちばんへ。」をグループ経営理念としております。当社グループは、この理念に基づき、お

客様とその大切な人の健康を守る「いちばんのかかりつけ薬局」として、日本中どこにいても安心して「マ

ツモトキヨシ」らしいサービスが受けられるように取組んでおります。また、お客様だけでなく、株主様、

従業員、お取引先様など、すべてのステークホルダーの皆様と長期的な信頼関係を構築し、“美と健康の分

野になくてはならない企業”として社会に必要とされる企業グループであり続けるために、その基盤となる

コーポレート・ガバナンスを充実させることを目的とします。 

① 企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置してお

ります。

取締役会は、取締役９名（うち社外取締役３名）で構成されており、法令、定款及び社内規程に定める

取締役会決議事項の決定及び職務執行状況の監督等をしております。取締役会は、原則毎月１回開催し、

必要に応じて臨時に開催しております。当期において取締役会は、臨時取締役会を含めて14回開催されて

おり、平均出席率は取締役95.9％、監査役100.0％となっております。

また、当社は、執行役員制度を導入し、企業経営における業務執行機能と業務監督機能を分離し、取締

役と執行役員の機能及び責任を明確にすることにより、ガバナンス機能を強化しております。

なお、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期については１年としております。

監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されており、監査役会が定めた監査役監査基準

に準拠し、監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査を行っており、月１回適宜

開催される監査役会において、監査実施内容の共有化等を図っております。

■取締役会

・目的及び権限

取締役会は、企業価値の創造とそれによる株主価値の向上に責任を負います。取締役会は、次の事

項に関する決定、モニタリングを行ない、短期・中期・長期の各経営計画の達成に向けた経営を監督

し、企業価値の創造とそれによる株主価値の向上に努めます。

（１）株主総会に関する事項

（２）取締役及び監査役に関する事項

（３）決算・税務・外部監査に関する重要事項

（４）事業運営に関する重要事項

（５）株式及び社債に関する事項

（６）組織に関する事項

（７）関係会社に関する事項

（８）重要な資産に関する事項

（９）人事に関する事項

（10）経理・財務に関する事項

（11）総務・法務に関する事項

（12）システム全般に関する事項

（13）内部統制に関する事項

（14）その他利害関係者の利害に重大な影響を及ぼす事項

・構成員の氏名

議長 代表取締役社長 松本 清雄

代表取締役会長 松本 南海雄

専務取締役 松本 貴志

常務取締役 大田 貴雄

取締役 小部 真吾

取締役 石橋 昭男

取締役 松下 功夫（社外取締役）

取締役 大村 宏夫（社外取締役）

取締役 木村 惠司（社外取締役）
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■監査役会

・目的及び権限

監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議又は決議を行ないます。ただし

監査役の権限の行使を妨げることはできないものとします。

（１）監査報告の作成

（２）常勤の監査役の選定及び解職

（３）監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に

関する事項の決定

・構成員の氏名

議長 常勤監査役 本多 寿男

監査役 鈴木 哲（社外監査役）

監査役 須永 明美（社外監査役）

■コンプライアンス・リスク委員会

・目的及び権限

当社の企業活動における法令等の遵守と高い倫理観の確保及び当社のリスク管理体制の推進によ

り、社会的責任を果たすことを目的とします。

＜コンプライアンスに関する所管事項＞

（１）コンプライアンスに関する法令・規則・規程・ガイドライン等の審議

（２）コンプライアンス違反が生じた場合の通報の窓口及び通報された事項に関する事実調査

（３）内部通報制度の運用管理及び当該運用規程の改定審議

（４）コンプライアンス違反が発生した場合の調査チームの設置・関連部門への調査協力の指示・調

査報告の受理

（５）コンプライアンス違反に関する是正措置・再発防止策の決定及び取締役会への報告

（６）コンプライアンス違反に係る懲戒処分についての賞罰委員会への提案

（７）コンプライアンス違反に対する厳重注意処分の決定

（８）コンプライアンスに関する教育研修計画の決定

（９）前各号の他、コンプライアンス上の課題の審議決定及び取締役会への報告

＜リスク管理に関する所管事項＞

（１）優先対応すべきリスクの分析

（２）前号リスクの対処方針、施策の大綱等の決定

（３）各部門及び当社グループ各社へのリスク対処方針の指導

（４）各部門及び当社グループ各社のリスク対応策提案の承認

（５）リスク管理に関する社内規程等の管理

（６）前各号に関連付帯する事項

・構成員の氏名

委員長 代表取締役社長 松本 清雄

他、委員長が指名する取締役、常勤監査役、内部統制統括室長、総務部長、人事部長、財務経理

部長及び法務部長、その他委員長が指名する者26名となります。

ロ．企業統治の体制を採用する理由

当社は、取締役会での的確な意思決定、取締役の業務執行の監督を適正に実行するために、社外取締役

３名、社外監査役２名を選任しております。当該役員が連携を図り、様々な視点からの意見を取締役会へ

入れることにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、その有効性をより高める体制としておりま

す。

ハ．内部統制システムの整備の状況

当社は、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、法令等の遵守並びに資産の保全を目的と

して、会社法及び会社法施行規則の規定に従い、次のとおり「内部統制システム整備に関する基本方針」

を定めています。
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この基本方針は、当社及びグループ会社（当社の子会社をいいます。以下同じ。）のすべての役員（取

締役及び監査役をいいます。以下同じ）及び従業員に適用されるものとします。

当社及びグループ会社を総じて「グループ全社」といいます。

ａ．グループ全社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ．当社は、コンプライアンス遵守をグループ経営理念実現のための基盤構築の一つとして掲げ、コン

プライアンス規程その他の社内規程を整備して、コンプライアンス重視のための基本方針、行動規

範、推進体制等を明らかにし、取締役自ら率先してこれを遵守するとともに、グループ全社の役員及

び従業員への周知徹底を図り、コンプライアンス重視の企業風土を醸成します。

ⅱ．当社は、グループ全社のコンプライアンスを含めた内部統制を推進するための組織として、内部統

制統括室、コンプライアンス・リスク委員会を設置するものとします。

ⅲ．コンプライアンス・リスク委員会は、特に、コンプライアンスへの取組み状況等を定期的に当社の

取締役会へ報告します。

ⅳ．当社は、社外取締役及び社外監査役を選任することにより、取締役会における取締役の職務執行に

対する監視・監督機能を確保します。

ⅴ．当社は、グループ全社の役員及び従業員に対して、コンプライアンス研修を定期的に実施するとと

もに、行動規範を示した「行動規範ハンドブック」を配付してコンプライアンスの周知徹底を図りま

す。

ⅵ．当社は、グループ全社の内部通報制度を整備し、外部機関との提携による専用窓口（ヘルプライ

ン）を設置します。

ⅶ．内部統制統括室は、グループ会社に対しても定期的に内部監査を実施します。

ⅷ．取締役及び従業員の法令やコンプライアンス規程その他の社内規程に違反する行為が発見された場

合は、懲罰規定に基づき適正に処分を行います。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ⅰ．当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、文書管理規程及び内部情報管理規程に基づき、

適切かつ確実に保存及び管理を行います。

ⅱ．当社は、内部情報管理規程に基づく情報セキュリティ委員会にて、内部の情報管理・運用につい

て、これを適正かつ厳格に行うものとします。

ｃ．グループ全社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ．当社は、リスク管理規程に基づき、グループ全社のリスク管理体制を整備し、リスク管理・運用体

制・整備状況等を監査します。また、内部統制統括室は、コンプライアンス・リスク委員会にて、定

期的にグループ全社のリスク管理への取組み状況等を報告します。

ⅱ．当社は、リスクが顕在化し危機が発生した場合に備えて、グループ全社の緊急時対応規程を整備し

ます。

ｄ．グループ全社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ．当社は、グループ会社と協議を行い、グループ全社の中期計画及び年度事業計画を策定し、全社的

な目標を設定します。

ⅱ．当社は、重要事項を検討・決議する機関として、株主総会・取締役会・経営会議を設置します。経

営会議を活用することで意思決定の迅速化とスピード経営を実現します。また、機動的な協議機関と

して、プロジェクト・タスクフォース・委員会等を設置し、関係部門・関係者が参加し、喫緊の課題

や問題点へ迅速に対応します。

ⅲ．当社は、グループ会社の担当部署と経営戦略・財務戦略・人事戦略等重要事項に関して、機能別会

議にて協議を行うものとします。

ⅳ．当社及びグループ会社は、相互の人事交流を積極的に行い、人的資源の有効活用を図るものとしま

す。

ⅴ．当社及びグループ会社は、グループ全社の職務の執行が効率的に行われるようIT技術を活用し、シ

ステム統合等IT化の推進に努めるものとします。

ｅ．当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ．当社は、関係会社管理規程を作成し、グループ会社を管理する体制を整備します。

ⅱ．グループ会社は、当社が策定した経営方針・経営計画を周知徹底し、グループ会社の権限と責任を

明確にした上で、グループ会社が各事業の特性等を踏まえた自律的な経営を行うものとします。

ⅲ．当社は、定期的にグループ社長会を開催し、グループ会社から業務執行状況について報告を受け、

グループ会社の経営上の重要事項に関して協議を行い、適正な経営管理を行うものとします。

ⅳ．当社は、グループ会社に取締役及び監査役を派遣し、グループ会社の取締役の業務執行を監視しま
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す。

派遣された取締役及び監査役は、業務執行について、グループ方針に沿った経営に努めるものとしま

す。 

ⅴ．グループ会社は、取締役会にて重要な決議をする場合、事前に当社の決裁を得るものとします。

ⅵ．内部統制統括室は、グループ会社と内部監査状況について意見交換を行い、問題点等の情報を共有

します。

ｆ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、当該使

用人を配置し、監査役の職務を補助することとします。

ｇ．前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前項に基づき配置された使用人の取締役からの独立性を確保するため、その選任、解任、異動等には

監査役の同意を要するものとします。また、当該使用人は専任とし、当該使用人の取締役からの独立性

を確保する体制とします。

ｈ．監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

「ｆ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項」に基づき配置された使用人は、業務遂行にあ

たり、監査役の指揮・命令にのみ従い、監査役の監査に必要な調査を行う権限を有します。

ｉ．監査役への報告体制

ⅰ．当社の監査役は、当社の取締役及び従業員から、法令で定められた事項のほか、取締役会・経営会

議の付議事項、内部通報制度の通報状況、コンプライアンス・リスク委員会の審議事項その他内部統

制の状況等当社の重要事項につき、報告を受けるものとします。

ⅱ．当社の取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合や重大な法令違反と

なる行為又はそのおそれのある行為が生じた場合は、直ちに当社の監査役会に報告します。

ⅲ．グループ全社の取締役又は従業員は、当社の監査役から報告を求められた場合には、直ちに書面で

報告します。

ⅳ．グループ全社の取締役又は従業員は、当社の監査役に報告する必要があると判断した場合には、直

接又は間接的に、報告することができます。

ⅴ．当社は、当社の監査役へ報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受け

ないようグループ全社の取締役及び従業員に対して周知徹底し、規程等を整備します。

ｊ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務執行について、必要な費用の前払い等を請求したときは、速やかに当該費

用又は債務を処理します。ただし、監査役は監査費用の支出にあたり、その効率性及び適正性に留意し

なければなりません。

ｋ．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ．当社の監査役は、取締役会・経営会議・グループ社長会・コンプライアンス・リスク委員会等の重

要な会議に出席し、必要に応じて説明及び関係資料の提示を求めることができます。

ⅱ．当社の監査役は、代表取締役・取締役・会計監査人及び従業員それぞれとの間で、随時情報収集や

意見交換をすることができます。

ⅲ．当社の監査役は、その職務の執行にあたり、弁護士・公認会計士・税理士その他外部専門家との連

携を図ることができます。

l．財務報告の信頼性確保のための体制

グループ全社は、金融商品取引法及び関係法令に基づき、有効な内部統制システムを構築し、これを

運用するとともに継続的に評価と改善を行うことで財務報告の適正性及び信頼性を確保します。

m．反社会的勢力への対処

ⅰ．グループ全社は、反社会的勢力との関係を完全に遮断し、取引や資金提供等を一切行いません。

ⅱ．当社は、平素から反社会的勢力の不当要求に備え、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等外

部の機関と連携し、緊急時の協力体制を構築します。

ⅲ．グループ全社は、反社会的勢力からの不当要求があった場合、不当要求には応じず、警察等外部の

機関と連携し、組織全体で法律に則した対応をします。
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ニ．リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、「ハｃ．グループ全社の損失の危険の管理に関する

規程その他の体制」に記載のとおりです。

ホ．責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役の損害賠償責任に関して、会社法第427条第１項及び当社定款に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その責任限度額は、社外取締役に

ついて10百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役について５百万円又は法令が定める額

のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査

役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

ヘ．特別取締役による取締役会の決議制度の内容

当社は、特別取締役を置き、会社法第362条第４項第１号及び第２号に掲げる重要な財産の処分及び譲受

け並びに多額の借財について、特別取締役による取締役会の決議により決定することができる旨定めてお

ります。

なお、当社の特別取締役は、代表取締役会長松本南海雄、代表取締役社長松本清雄、専務取締役松本貴

志の３名です。

② 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする

旨定款に定めております。

③ 取締役の員数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項及びその理由

イ．自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、会社の機動性を確保するため、市場取引等による自己株

式の取得につき取締役会の決議によりこれを行うことができる旨を定款に定めております。

ロ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待され

る役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であ

ったものを含む。）及び監査役（監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を、法令の限度におい

て、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。

ハ．中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の

決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑤ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特

別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
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（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

代表取締役

会長
松本 南海雄 1943年３月４日生

1965年４月 有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会

社マツモトキヨシ）入社

1975年４月 同社専務取締役

1997年７月 株式会社マツモトキヨシ取締役副社長

1998年６月 同社代表取締役副社長

1999年６月 日本チェーンドラッグストア協会会長

2001年２月 株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長

2002年５月 ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進

協議会副会長

2007年10月 当社代表取締役社長

2009年４月 当社代表取締役会長兼ＣＥＯ

2011年４月 当社代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ

2011年６月 当社代表取締役会長兼社長

2014年４月 当社代表取締役会長（現任）

〔重要な兼職の状況〕

株式会社ユアースポーツ 代表取締役

株式会社南海公産 代表取締役

(注)５ 6,528.1

代表取締役

社長
松本 清雄 1973年１月20日生

1995年６月 株式会社マツモトキヨシ入社

2005年４月 同社商品部長

2005年６月 同社取締役商品部長

2007年７月 同社取締役営業本部商品担当部長

2007年10月 当社取締役

2008年４月 当社常務取締役

2008年７月 当社常務取締役営業企画・商品統括担当

2009年４月 当社専務取締役営業企画・商品統括担当

2010年４月 当社専務取締役経営企画管掌兼営業企

画・商品統括管掌

2011年４月 株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長

2013年４月 当社代表取締役副社長経営企画管掌兼営

業企画・商品統括管掌

2014年４月 当社代表取締役社長（現任）

株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 相談役

株式会社南海公産 代表取締役

(注)５ 2,513.4
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

専務取締役

営業統括本部長
松本 貴志 1975年５月８日生

1999年４月 佐藤製薬株式会社入社

2002年４月 株式会社マツモトキヨシ入社

2008年４月 同社ドラッグストア事業本部長兼事業サ

ポート室長

2009年４月 当社執行役員

株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグ

ストア事業本部副本部長兼事業サポート

室長兼ＰＪ推進企画室長

2010年４月 同社取締役営業推進本部長兼営業推進部

長兼通信販売部長

2012年４月 同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運

営本部長

2013年６月 当社取締役営業統括管掌

2014年４月 当社取締役営業企画・商品統括管掌

2015年４月 当社常務取締役営業企画・商品統括管掌

株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗

運営本部長

2017年４月 当社常務取締役営業統括本部長

2019年４月 当社専務取締役営業統括本部長（現任）

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 取締役副社長 店舗運営本部長

合弁会社台湾松本清股份有限公司 董事長

(注)５ 2,516.5

常務取締役

戦略事業推進本部長
大田 貴雄 1951年12月23日生

1974年４月 株式会社ダイエー入社

2005年３月 株式会社ダイエーホームリビンググルー

プ本部長

2005年９月 株式会社スギ薬局入社

2006年１月 同社商品部統括部長

2008年５月 同社取締役商品部長

2008年９月 スギホールディングス株式会社執行役員

グループ商品戦略担当

2010年１月 同社執行役員グループ商品本部長

株式会社スギ薬局常務取締役営業本部長

兼務

2011年３月 同社執行役員グループ商品本部長

株式会社スギ薬局代表取締役副社長兼営

業本部長 兼務

2013年３月 同社取締役商品管理室長

株式会社スギ薬局代表取締役会長 兼務

2014年５月 株式会社マツモトキヨシ入社

当社出向 管理統括管掌専務付顧問

2015年１月 株式会社マツモトキヨシ取締役

2015年４月 当社執行役員

株式会社マツモトキヨシ専務取締役

2016年４月 同社取締役副社長

弘陽薬品株式会社代表取締役社長

2017年４月 当社執行役員戦略事業推進本部長

2019年６月 当社常務取締役戦略事業推進本部長

（現任）

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長

(注)５ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役

管理本部長
小部 真吾 1962年８月５日生

1985年４月 株式会社ダイエー入社

1999年９月 同社人事企画室採用教育部採用教育

課長・人事部人事課長

2002年６月 株式会社メディカルアソシア入社スタッ

フィング部長

2003年４月 アデコキャリアスタッフ株式会社入社

（現アデコ株式会社）人事部人事運営

課長・人事本部人事部長

2006年12月 株式会社マツモトキヨシ入社

人事部次長

2007年７月 同社人事部長

2008年１月 当社人事部長

2010年７月 当社執行役員人事部長

2012年４月 株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当

部長

2015年６月 当社執行役員人事部長 内部統制統括

室長兼務

2016年４月 当社執行役員人事部長

2017年４月 当社執行役員管理本部長兼人事部長

2017年６月 当社取締役管理本部長兼人事部長

2019年４月 当社取締役管理本部長（現任）

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 取締役 管理担当

(注)５ 3.0

取締役

経営企画本部長
石橋 昭男 1964年11月15日生

1989年４月 株式会社三井銀行入社（現株式会社三井

住友銀行）本店営業部

1989年８月 同社総合研究所出向（現株式会社日本 

総合研究所）

1999年６月 同社企業情報部

2002年２月 三菱商事株式会社入社

金融事業本部Ｍ&Ａユニット

2008年１月 同社トレジャラーオフィス

2009年10月 株式会社マツモトキヨシ入社

当社事業開発室長

2011年７月 当社経営企画部長

2012年４月 当社執行役員経営企画部長

株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営

本部運営企画部長

2015年６月 当社執行役員経営企画部長 財務経理 

部長兼務

2017年４月 当社執行役員経営企画本部長兼経営企画

部長

2017年６月 当社取締役経営企画本部長兼経営企画

部長

2019年４月 当社取締役経営企画本部長（現任）

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 取締役

(注)５ 3.5
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役 松下 功夫 1947年４月３日生

1970年４月 日本鉱業株式会社入社（現ＪＸＴＧエネ

ルギー株式会社）

2001年４月 株式会社ジャパンエナジー（現ＪＸＴＧ

エネルギー株式会社）執行役員経営企画

部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当

2002年９月 新日鉱ホールディングス株式会社（現Ｊ

ＸＴＧホールディングス株式会社）取締

役財務グループ財務担当

2003年６月 同社常務取締役

2004年４月 株式会社ジャパンエナジー（現ＪＸＴＧ

エネルギー株式会社）常務執行役員

2004年６月 同社取締役常務執行役員

2005年４月 同社取締役専務執行役員

2006年６月 同社代表取締役社長

2010年７月 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現Ｊ

ＸＴＧエネルギー株式会社）代表取締役

副社長執行役員 社長補佐

2012年６月 ＪＸホールディングス株式会社（現ＪＸ

ＴＧホールディングス株式会社）代表取

締役社長 社長執行役員

2015年６月 同社相談役

2016年６月 当社社外取締役（現任）

〔重要な兼職の状況〕

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役

(注)５ －

取締役 大村 宏夫 1946年11月27日生

1970年５月 住友生命保険相互会社入社

1980年７月 同社東浪速支社養成部長

1982年７月 同社東京財務部長代理（青森駐在）

1986年１月 同社東京第４法人営業部長代理

1988年７月 日本道路株式会社出向 開発事業部長

1991年４月 住友生命保険相互会社復社新宿中央支社

法人部長

1991年９月 日本道路株式会社入社 第１営業部長

1998年４月 同社営業企画部長

2002年４月 同社関東製販支店長

2003年４月 同社本社製販部長

2004年４月 同社執行役員 第２営業統括部長

2008年４月 同社常務執行役員 営業副本部長

2012年４月 同社常任顧問

2014年４月 公益財団法人日本環境協会 事業支援部

事務統括

2017年３月 同協会退職

2018年６月 当社社外取締役（現任）

(注)５ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役 木村 惠司 1947年２月21日生

1970年５月 三菱地所株式会社入社

1988年６月 同社秘書部副長

1996年６月 同社秘書部長

1998年１月 同社企画部長

2000年４月 同社企画本部経営企画部長

2000年６月 同社取締役企画本部経営企画部長

2003年４月 同社取締役兼常務執行役員企画管理本部
副本部長

2003年６月 同社常務執行役員企画管理本部副本部長

2004年４月 同社専務執行役員海外事業部門 担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンド
リゾーツ 取締役社長兼職

2004年６月 三菱地所株式会社代表取締役兼専務執行
役員海外事業 部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンド
リゾーツ 取締役社長兼職 

2005年６月 三菱地所株式会社代表取締役社長

2011年４月 同社代表取締役会長

2016年６月 同社取締役会長

2017年４月 同社取締役

2017年６月 同社特別顧問（現任）

2018年６月 当社社外取締役（現任）

〔重要な兼職の状況〕
株式会社パレスホテル 社外取締役
日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役
横浜新都市センター株式会社 社外取締役
株式会社ロイヤルパークホテル 社外取締役
株式会社湘南カントリークラブ 社外取締役

(注)５ －

常勤監査役 本多 寿男 1960年２月24日生

1979年３月 株式会社マツモトキヨシ入社

1986年10月 ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモ
トキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当

1989年10月 同労働組合中央執行副委員長

1996年10月 同労働組合中央執行委員長

2007年５月 ドラッグストア柏松ヶ崎店長

2013年９月 ドラッグストア馬橋店長

2018年10月 ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 
中央執行委員長退任

2018年11月 当社管理本部総務部付主事

2019年６月 当社常勤監査役（現任）

〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 監査役

(注)６ 5.6

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年
－44－



役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

監査役 鈴木 哲 1946年６月12日生

1970年５月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険

ジャパン日本興亜株式会社）入社

1992年４月 同社佐賀支店長

1995年４月 同社企画開発部長

1997年６月 株式会社品質保証総合研究所取締役

1998年６月 新規事業投資株式会社（現ＤＢＪキャピ

タル株式会社）監査役

2000年４月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険

ジャパン日本興亜株式会社）理事千葉 

支店長

2003年４月 同社理事住宅金融公庫部長

2005年６月 電気興業株式会社常勤監査役

2008年６月 当社社外監査役（現任）

株式会社マツモトキヨシ社外監査役

株式会社銀座パーキングセンター社外

監査役

〔重要な兼職の状況〕

株式会社ソルブ 社外監査役

(注)７ －

監査役 須永 明美 1961年８月14日生

1989年10月 青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任

監査法人）監査部門入所

1991年２月 中央監査法人監査部門入所

1993年８月 公認会計士登録

1994年10月 税理士登録

2016年６月 当社社外監査役（現任）

〔重要な兼職の状況〕

須永公認会計士事務所 所長

株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役

税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員

丸の内監査法人 統括代表社員

(注)７ －

計 11,570.2
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（注）１．取締役松下功夫、大村宏夫及び木村惠司は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。

３．代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、専務取締役松本貴志と親子であります。

４．代表取締役会長松本南海雄の所有株式数（6,528.1千株）には、株式会社南海公産（松本南海雄の所有割合

77.05％）の3,587.1千株が合算されています。

５．取締役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

６．常勤監査役本多寿男の任期は、2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役鈴木哲、須永明美の任期は、2020年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数

（千株）

妹尾 佳明 1949年５月15日生

1974年４月 司法研修所入所（第28期）

－

1976年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

石井成一法律事務所入所 

1979年４月 妹尾佳明法律事務所開設（現任）

2004年10月 ＭＯＳ（松崎・奥・佐野・妹尾）合同法律事務所開

設（現任）
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② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。当社と社外役員との間に、特別な利害関係はあ

りません。

当社は、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及

び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステ

ークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行

うことにより、当社の経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及

び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場

から当社経営に対して意見や指摘をいただいており、当社の意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保

しているものと考えております。

なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。

■独立性基準

・当社は、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。

（１）当社又は当社グループ会社の業務執行者

（２）当社又は当社グループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）

（３）当社を主要な取引先（当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又は

その業務執行者

（４）当社の主要なお取引先様（当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその

業務執行者

（５）当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の

大口債権者又はその業務執行者

（６）当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補

助的スタッフは除く）

（７）当社の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（その主要株主が法人である場合には、その法人 

の業務執行者）

（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

（９）当社が寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）を行っている先の業 

務執行者

（10）当社から役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の 

金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント

（11）当社から役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）

の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、

その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）

（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者

（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者

（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者

なお、当社は、社外取締役３名全員及び社外監査役２名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役は当社の監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査

する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査

役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往

査を実施しております。
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（３）【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されております。

監査役監査につきましては、監査方針に基づき主に以下の事項に取組んでおります。

・ 取締役会の他、経営会議等の社内重要会議への出席、社内稟議書等の重要文書等の閲覧を通じて、取締

役の職務執行状況の監査

・ 代表取締役とのミーティング

・ 監査役会等での、取締役、執行役員からの状況聴取

・ 会計監査人との年度決算及び四半期決算に関する定例報告の受領及び会計監査の状況を適宜情報交換

・ 子会社社長からの経営状況の聴取

・ 定期的にグループ監査役会を開催し、子会社監査役と情報共有

なお、社外監査役の須永明美氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計・税務に関す

る相当程度の知見を有しております。

② 内部監査の状況

当社は、内部統制統括室内に内部監査部門（人員７名）を設置し、内部監査規程に基づく内部監査及びリ

スク・アプロ―チに基づく重要な業務監査を実施しております。

また、内部統制統括室は、監査役会及び会計監査人と定期的な会議の開催等により情報交換などの連携を

図っております。

③ 会計監査の状況

ａ.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

ｂ.業務を執行した公認会計士

小堀 一英

瀧野 恭司

ｃ.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、会計士補等３名、その他10名であります。

ｄ.監査法人の選定方針と理由

当社の会計監査人は、監査業務等に関する品質管理の方針及び手続を整備・運用しており、また、監査法

人のガバナンス・コードの諸原則を採用するとともに、適切なガバナンスと実効性のあるマネジメントの下

で高品質な監査の実現に取組んでいます。

更に、当社の取締役等とのコミュニケーションに努め、監査役や執行部門との意見交換会等により十分な

連携を図り、適切な職務遂行をしております。

以上より、会計監査人の監査業務には適切性・妥当性があり、会計監査人としての独立性が適切に保持さ

れ、コンプライアンス意識の向上を図っていると判断し選定いたしました。

ｅ.監査役会による監査法人の評価

監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の

独立性、品質管理の状況、監査の実施状況等を把握し、また会計監査人に説明を求め、各評価項目について

確認・検討した結果、会計監査人はいずれの項目でも指摘すべき事項はなく、基準を満たしていると判断し

ました。
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④ 監査報酬の内容等

ａ.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 60 － 57 －

連結子会社 30 － 30 －

計 90 － 87 －

ｂ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（ａを除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 － 1 － 2

連結子会社 － － － －

計 － 1 － 2

当社における非監査業務の内容は、一般的事項に関わる税務コンサルティング業務等であります。

ｃ.その他の重要な報酬の内容

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

ｄ.監査報酬の決定方針

規模・特性・監査日数等を勘案し、監査報酬額を決定しております。

ｅ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監

査計画における監査項目、監査時間の実績及び監査報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認

し、当事業年度の監査計画及び監査報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であ

ると判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。
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（４）【役員の報酬等】

① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針

当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社グループの企業価値増大への貢献意

欲や士気高揚を図るため、当社の成長を担う人材を確保及び維持できる水準を目標とし、加えて、連結業績の

向上、当社グループの競争力の高揚、コーポレート・ガバナンスの充実、様々なステークホルダーとの有益な

関係の構築などの要素を考慮した体系設計としております。

当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬、当社の連結業績を反映する

業績連動報酬として、業績報酬及び株式報酬で構成しております。なお、社外取締役、監査役の報酬につきま

しては、固定報酬のみによって構成しております。

固定報酬は、世間水準を参考として役位別に妥当な水準を設定し、業績報酬及び株式報酬は、連結売上高及

び連結営業利益の業績目標値に対する達成度に応じて変動する業績係数を乗じて設定しております。

なお、取締役（社外取締役を除く）の報酬体系における構成比は、固定報酬64％、業績報酬29％、株式報酬

７％としております。

それらの報酬決定の方針に基づき、株主総会で決議された範囲内で、その配分を取締役会において独立社外

役員とも協議し決定しております。

②  業績連動報酬に関する事項

イ．業績連動報酬とそれ以外の報酬の支払割合の決定方針

当社は、業績連動報酬として、業績報酬と株式報酬で構成しており、その割合は、取締役会において

決定しております。

ロ．業績連動報酬に係る指標

当社の業績連動報酬は、連結売上高及び連結営業利益を指標としており、その業績目標値に対する達成

度に応じて変動する業績係数を用いて算出しております。

ハ．指標を選択した理由

当社が業績連動報酬の指標として連結売上高及び連結営業利益の業績達成率を指標とする理由は、当社

グループ全体の成長性と収益性を考慮し、評価指標として設定しております。

ニ．業績連動報酬の額の決定方法

当社の業績連動報酬は、株主総会で承認された報酬枠内で、当社が定める規定により連結売上高及び

連結営業利益の業績達成率に応じて算出され、その基準額案を取締役会において決定しております。

③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役員の

員数（人）固定報酬 業績報酬
ストック

オプション
退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く）
561 347 213 － － 6

監査役

（社外監査役を除く）
6 6 － － － 1

社外役員 29 29 － － － 7

（注）１．上記に記載しております取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬額は、2017年６月29日開催の第10回定時株主総会において、年額６億50百万円以内（ただ

し、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。

３．監査役の報酬額は、2008年６月27日開催の第１回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただ

いております。

４．期末現在の人員数は、取締役８名（うち社外取締役３名）、監査役３名（うち社外監査役２名）でありま

す。なお、上記人員数との相違は、2018年６月28日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって任期満了に

より退任した社外取締役２名及び2018年12月31日付で辞任した取締役１名が含まれているためであります。

ロ．報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 役員区分 会社区分

報酬等の種類別の額（百万円）
報酬等の総額

（百万円）固定報酬 業績報酬
ストック

オプション
退職慰労金

松本 南海雄 取締役 提出会社 190 112 － － 303

松本 清雄 取締役 提出会社 81 51 － － 132

ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

ニ．当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

当社は、指標の目標値として、直近事業年度の連結売上高及び連結営業利益を採用しております。

なお、その実績として、当連結会計年度（2018年４月１日～2019年３月31日）における売上高は5,759億91

百万円、営業利益360億28百万円となり、その前事業年度と比較して、売上高は前期比3.1％増、営業利益

は、前期比7.3％増となっております。

ホ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権

限の内容及び裁量の範囲

役員報酬の額及びその算定方法に関する方針の決裁権限は、取締役会が有しております。当社取締役会

は、全役員12名中５名の独立社外役員とも協議し決定しております。

へ．役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要

当社は、役員報酬の決定方針及び決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会において

役員報酬額を決定しております。取締役会では、全役員12名中５名の独立社外役員とも協議しており、

適切に機能していると考えております。

ト．当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会及び委員会等の

活動内容

役員報酬の決定プロセスは、予め株主総会で決議された役員報酬枠、当社の役員報酬体系（固定報酬・

業績報酬・株式報酬）、役位、連結売上高、連結営業利益に応じて人事部門においてその報酬案を立案

し、管掌取締役がその内容を精査し、取締役会へ提出する案を決定します。

その後、取締役会の議案として上程し、その取締役会において全役員12名中５名の独立社外役員とも

協議され決定されております。
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（５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社の保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については以

下のとおりです。

「純投資目的である投資株式」は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることのみ

を目的として保有している株式としております。

「純投資株式以外の目的である投資株式」は、上記目的に加え、商品の安定供給を通じた事業の円滑化、

営業上の取引先としての関係維持・強化、安定的かつ継続的な金融取引による事業活動の安定性確保、業界

動向把握のいずれかを目的として保有している株式としております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容

当社は、純投資以外の目的で、当社の更なる成長に向けた経営戦略の実現に貢献していただける取引先等

から当社に対して株式の保有要請があった場合に、これまでの貢献実績と今後のその見込み、投資規模、ガ

バナンス状況等を考慮し、政策的に株式を保有することがあります。

一方で、当社は、政策的に保有した株式のうち、その投資先企業の株式を保有する目的が薄れた場合、ま

た、その企業の企業価値の向上が期待できない場合は、その株式を売却します。

その他、業界における競合企業の動向を把握することを目的として、必要最低限の投資額にて株式を取得

することがあります。

保有する株式については、投資先ごとに保有目的などの定性面に加えて、取引実績、受取配当金及び株式

保有コスト等を定量的に検証することにより、保有意義の検証を行う方針です。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 3 18

非上場株式以外の株式 36 21,120

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 - - －

非上場株式以外の株式 1 1 取引先持株会を通じた株式取得

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 - -

非上場株式以外の株式 1 161
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ｃ．特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

エーザイ㈱

819,900 819,900 （保有目的）商品の安定供給を通じた
当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有

5,094 5,559

㈱丸和運輸機関

1,026,200 1,026,200 （保有目的）営業上の取引先としての
関係維持・強化による当社事業の拡大
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有
3,889 3,247

小林製薬㈱
245,000 245,000 （保有目的）商品の安定供給を通じた

当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有

2,288 1,881

大塚ホールディングス
㈱

500,000 500,000 （保有目的）商品の安定供給を通じた
当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無

2,174 2,664

ライオン㈱

454,000 454,000 （保有目的）商品の安定供給を通じた
当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無
1,057 972

㈱マンダム
347,400 347,400 （保有目的）商品の安定供給を通じた

当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有

988 1,274

アルフレッサホールデ
ィングス㈱

278,400 278,400 （保有目的）商品の安定供給を通じた
当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無 ※１

876 659

大正製薬ホールディン
グス㈱

65,430 65,430 （保有目的）商品の安定供給を通じた
当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有
690 684

ロート製薬㈱
233,000 233,000 （保有目的）商品の安定供給を通じた

当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有

662 693

住友不動産㈱

126,000 126,000 （保有目的）営業上の取引先としての
関係維持・強化による当社事業の拡大
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有

577 495

王子ホールディングス
㈱

809,000 809,000 （保有目的）商品の安定供給を通じた
当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有
555 553

アース製薬㈱
106,300 106,300 （保有目的）商品の安定供給を通じた

当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有

546 597

㈱千葉銀行

787,205 787,205 （保有目的）安定的かつ継続的な金融
取引による当社事業活動の安定性確保
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有

473 673

大王製紙㈱

300,000 300,000 （保有目的）商品の安定供給を通じた
当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有
407 450
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱ココカラファイン

67,308 67,308
（保有目的）業界動向把握のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無

295 489

ウエルシアホールディ
ングス㈱

25,580 25,580
（保有目的）業界動向把握のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無
96 122

日本新薬㈱
11,094 11,094 （保有目的）商品の安定供給を通じた

当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無

89 78

㈱東京ドーム

46,980 46,980 （保有目的）営業上の取引先としての
関係維持・強化による当社事業の拡大
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無 ※２

49 47

第一三共㈱

9,339 9,339 （保有目的）商品の安定供給を通じた
当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無 ※３
47 32

㈱八十二銀行
95,000 95,000

（保有目的）安定的かつ継続的な金融
取引による当社事業活動の安定性確保
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有

43 54

㈱サンドラッグ

13,800 13,800
（保有目的）業界動向把握のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有

42 67

㈱三菱UFJフィナンシ
ャル・グループ

75,000 75,000 （保有目的）安定的かつ継続的な金融
取引による当社事業活動の安定性確保
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無 ※４
41 52

㈱ツルハホールディン
グス

4,000 4,000
（保有目的）業界動向把握のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無 ※５

36 60

塩野義製薬㈱

3,630 3,630 （保有目的）商品の安定供給を通じた
当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無

24 19

サツドラホールディン
グス㈱

12,000 12,000 （保有目的）営業上の取引先としての
関係維持・強化による当社事業の拡大
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無
23 26

東日本旅客鉄道㈱
1,000 1,000

（保有目的）営業上の取引先としての
関係維持・強化による当社事業の拡大
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無

10 9

㈱みずほフィナンシャ
ルグループ

55,000 55,000 （保有目的）安定的かつ継続的な金融
取引による当社事業活動の安定性確保
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無 ※６

9 10

㈱Olympicグループ

13,000 13,000 （保有目的）営業上の取引先としての
関係維持・強化による当社事業の拡大
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無
8 7

イオンモール㈱

4,644 4,273
（保有目的）営業上の取引先としての
関係維持・強化による当社事業の拡大
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２
（増加理由）取引先持株会を通じた株
式取得

無

8 9
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

明治ホールディングス
㈱

432 432 （保有目的）商品の安定供給を通じた
当社事業の円滑化のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無

3 3

㈱千葉興業銀行

10,800 10,800 （保有目的）安定的かつ継続的な金融
取引による当社事業活動の安定性確保
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

有
3 4

㈱コンコルディア・フ
ィナンシャルグループ

5,951 5,951
（保有目的）安定的かつ継続的な金融
取引による当社事業活動の安定性確保
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無

2 3

㈱クリエイトSDホール
ディングス

300 300
（保有目的）業界動向把握のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無 ※７

0 0

イオン㈱

218 218 （保有目的）営業上の取引先としての
関係維持・強化による当社事業の拡大
のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無
0 0

スギホールディングス
㈱

100 100
（保有目的）業界動向把握のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無 ※８

0 0

㈱カワチ薬品

100 100
（保有目的）業界動向把握のため保有
（定量的な保有効果）（注）２

無

0 0

㈱京都銀行

- 30,000

（保有目的）取引関係強化のため 有
- 178

(注)１．「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

２．定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は投資先ごとに保有目的などの定性面に加

えて、取引実績、受取配当金及び株式保有コスト等を定量的に検証する方針であります。

※１ アルフレッサホールディングス㈱の連結子会社であるアルフレッサ㈱及びアルフレッサヘルスケア㈱が当社

の株式を保有しております。

※２ ㈱東京ドームの連結子会社である松戸公産㈱が当社の株式を保有しております。

※３ 第一三共㈱の連結子会社である第一三共ヘルスケア㈱が当社の株式を保有しております。

※４ ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社である㈱三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証

券㈱及びカブドットコム証券㈱が当社の株式を保有しております。

※５ ㈱ツルハホールディングスの連結子会社である㈱くすりの福太郎が当社の株式を保有しております。

※６ ㈱みずほフィナンシャルグループの連結子会社である㈱みずほ銀行及びみずほ証券㈱が当社の株式を保有し

ております。

※７ ㈱クリエイトSDホールディングスの連結子会社である㈱クリエイトエス・ディーが当社の株式を保有してお

ります。

※８ スギホールディングス㈱の連結子会社であるスギメディカル㈱が当社の株式を保有しております。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号）に

基づいて作成しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法

人トーマツによる監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入や、同法人の主催するセミナーに参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 51,618 43,353

受取手形及び売掛金 20,905 23,472

商品 69,778 76,160

貯蔵品 584 663

未収入金 16,047 17,249

その他 6,861 8,049

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 165,788 168,942

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 60,391 62,445

減価償却累計額 △36,672 △38,370

建物及び構築物（純額） 23,718 24,074

土地 40,647 40,156

リース資産 13,431 15,202

減価償却累計額 △9,132 △9,747

リース資産（純額） 4,298 5,454

建設仮勘定 50 213

その他 12,209 13,177

減価償却累計額 △9,081 △9,715

その他（純額） 3,128 3,461

有形固定資産合計 71,843 73,360

無形固定資産

のれん 6,677 5,756

その他 4,321 4,146

無形固定資産合計 10,998 9,903

投資その他の資産

投資有価証券 ※１ 22,179 ※１ 21,691

繰延税金資産 5,194 5,361

敷金及び保証金 36,425 37,337

その他 1,897 1,801

貸倒引当金 △149 △74

投資その他の資産合計 65,547 66,118

固定資産合計 148,389 149,382

資産合計 314,178 318,324
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 65,612 64,119

リース債務 1,591 1,888

未払法人税等 8,107 7,406

賞与引当金 3,553 3,723

ポイント引当金 2,616 2,783

資産除去債務 17 4

その他 11,652 11,902

流動負債合計 93,150 91,828

固定負債

リース債務 2,996 3,905

繰延税金負債 2,919 2,680

株式給付引当金 91 134

役員株式給付引当金 33 39

退職給付に係る負債 221 234

資産除去債務 6,935 7,201

その他 2,958 3,029

固定負債合計 16,156 17,226

負債合計 109,306 109,054

純資産の部

株主資本

資本金 22,051 22,051

資本剰余金 23,024 22,994

利益剰余金 158,593 177,270

自己株式 △6,856 △20,765

株主資本合計 196,813 201,551

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,000 7,674

その他の包括利益累計額合計 8,000 7,674

新株予約権 57 43

純資産合計 204,871 209,269

負債純資産合計 314,178 318,324
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

売上高 558,879 575,991

売上原価 389,673 396,509

売上総利益 169,205 179,482

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,725 1,388

ポイント引当金繰入額 － 167

給料及び手当 47,031 48,925

賞与引当金繰入額 3,553 3,723

退職給付費用 972 1,012

減価償却費 6,547 7,301

地代家賃 32,075 34,226

のれん償却額 1,157 932

その他 42,576 45,776

販売費及び一般管理費合計 135,639 143,453

営業利益 33,565 36,028

営業外収益

受取利息 132 116

受取配当金 316 338

固定資産受贈益 686 708

発注処理手数料 972 1,035

その他 503 814

営業外収益合計 2,611 3,014

営業外費用

支払利息 16 17

為替差損 － 9

支払手数料 － 9

現金過不足 13 13

その他 23 13

営業外費用合計 54 64

経常利益 36,123 38,978

特別利益

固定資産売却益 ※１ 5 ※１ 16

投資有価証券売却益 9 48

特別利益合計 15 65

特別損失

固定資産除却損 ※２ 399 ※２ 331

店舗閉鎖損失 188 87

減損損失 ※３ 1,084 ※３ 1,169

その他 48 85

特別損失合計 1,720 1,674

税金等調整前当期純利益 34,418 37,369

法人税、住民税及び事業税 11,944 12,591

法人税等調整額 △281 △257

法人税等合計 11,662 12,333

当期純利益 22,755 25,035

親会社株主に帰属する当期純利益 22,755 25,035
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当期純利益 22,755 25,035

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,338 △325

その他の包括利益合計 ※  3,338 ※  △325

包括利益 26,093 24,709

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 26,093 24,709

非支配株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 22,051 23,027 141,136 △6,879 179,336

当期変動額

剰余金の配当 △5,298 △5,298

親会社株主に帰属する当期

純利益
22,755 22,755

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △3 26 22

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）

当期変動額合計 － △3 17,456 23 17,476

当期末残高 22,051 23,024 158,593 △6,856 196,813

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券評価

差額金

その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 4,662 4,662 61 184,060

当期変動額

剰余金の配当 △5,298

親会社株主に帰属する当期

純利益
22,755

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 22

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）
3,338 3,338 △3 3,334

当期変動額合計 3,338 3,338 △3 20,811

当期末残高 8,000 8,000 57 204,871
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当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 22,051 23,024 158,593 △6,856 196,813

当期変動額

剰余金の配当 △6,358 △6,358

親会社株主に帰属する当期

純利益
25,035 25,035

自己株式の取得 △13,972 △13,972

自己株式の処分 △29 63 33

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）

当期変動額合計 － △29 18,677 △13,909 4,738

当期末残高 22,051 22,994 177,270 △20,765 201,551

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券評価

差額金

その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 8,000 8,000 57 204,871

当期変動額

剰余金の配当 △6,358

親会社株主に帰属する当期

純利益
25,035

自己株式の取得 △13,972

自己株式の処分 33

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）
△325 △325 △14 △340

当期変動額合計 △325 △325 △14 4,398

当期末残高 7,674 7,674 43 209,269
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 34,418 37,369

減価償却費 6,547 7,301

減損損失 1,084 1,169

のれん償却額 1,157 932

賞与引当金の増減額（△は減少） 180 169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △73

ポイント引当金の増減額（△は減少） △107 167

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 25 13

受取利息及び受取配当金 △448 △455

支払利息 16 17

固定資産売却損益（△は益） 40 65

固定資産除却損 399 331

売上債権の増減額（△は増加） △3,053 △2,567

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,608 △6,461

未収入金の増減額（△は増加） △1,127 △903

仕入債務の増減額（△は減少） 2,701 △1,492

未払金の増減額（△は減少） 462 △140

敷金及び保証金の家賃相殺額 1,337 1,255

その他 △2,717 △1,431

小計 38,304 35,267

利息及び配当金の受取額 319 341

利息の支払額 △16 △17

法人税等の支払額 △11,814 △15,989

法人税等の還付額 1,145 2,295

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,938 21,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,404 △4,598

無形固定資産の取得による支出 △1,490 △950

敷金及び保証金の差入による支出 △1,996 △2,364

敷金及び保証金の回収による収入 699 373

投資有価証券の取得による支出 △1,009 △0

投資有価証券の売却による収入 47 161

その他 △586 △493

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,741 △7,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △46 －

リース債務の返済による支出 △1,733 △1,980

自己株式の取得による支出 △2 △13,972

配当金の支払額 △5,297 △6,356

その他 19 19

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,060 △22,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,136 △8,264

現金及び現金同等物の期首残高 38,477 51,613

現金及び現金同等物の期末残高 ※  51,613 ※  43,349
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数 12社

・連結子会社の名称

㈱マツモトキヨシ

㈱マツモトキヨシ東日本販売

㈱ぱぱす

㈱マツモトキヨシ甲信越販売

㈱示野薬局

㈱マツモトキヨシ中四国販売

㈱マツモトキヨシ九州販売

㈱マツモトキヨシファーマシーズ

㈱マツモトキヨシホールセール

㈱マツモトキヨシアセットマネジメント

㈱エムケイプランニング

㈱マツモトキヨシ保険サービス

・非連結子会社の数 1社

・非連結子会社の名称

台湾松本清股份有限公司

・連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・非連結子会社の名称 台湾松本清股份有限公司

・関連会社の名称 Central & Matsumotokiyoshi Ltd．

（セントラル＆マツモトキヨシ リミテッド）

・持分法を適用しない理由

非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。
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② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

商品

小売事業会社

主として売価還元法による低価法を採用しております。

卸売事業会社

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～65年

その他 ２年～20年

② 無形固定資産及び長期前払費用（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ ポイント引当金

販売促進を目的とするポイントカード制度により付与されたポイントの使用に備えるため、過去の使用実績

率に基づき将来使用されると見込まれる額を計上しております。

④ 株式給付引当金

当社及び当社のグループ会社の従業員に対する当社株式の交付及び給付に備えるため、株式交付規程に基づ

き、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の交付及び給付見込額を計上しております。

⑤ 役員株式給付引当金

当社の取締役に対する当社株式の交付及び給付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられ

たポイントに応じた株式の交付及び給付見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

なお、その他の連結会社は、確定拠出型の制度を採用しております。

(5) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会

計年度の費用として処理しております。
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（会計方針の変更）

該当事項はありません。

(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年３月30日)

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

（表示方法の変更）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日。以下「税効果会計基準一部

改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税

金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,979百万円及び「固定

負債」の「繰延税金負債」のうち983百万円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」5,194百万円に含めて表示

し、「固定負債」の「繰延税金負債」は2,919百万円と表示しております。

なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が983百万円

減少しております。

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会

計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加しておりま

す。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過

的な取扱いに従って記載しておりません。
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（追加情報）

（役員向け株式報酬制度）

当社は、2016年５月12日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）を対象

とした新しい株式報酬制度（以下、「本制度」という。）の導入に関する議案を2016年６月29日開催の第９回

定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。

当社は取締役を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めるこ

とを目的として、本制度を導入しております。

（1）取引の概要

本制度は、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下「ＢＩＰ信託」という。）と称される仕組

みを採用しております。ＢＩＰ信託とは、米国の業績連動型株式報酬（Performance Share）制度及び譲渡制限

付株式報酬（Restricted Stock）制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであり、ＢＩＰ信託

が取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を会社業績及び役位等に応じて、原則として取締

役の退任時に交付及び給付するものであります。

（2）信託が保有する当社株式

信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度82百万円、33,100株、

当連結会計年度70百万円、28,420株であります。

（株式付与ＥＳＯＰ信託）

当社は、2016年８月10日開催の取締役会決議に基づき、当社及び当社のグループ会社の社員（以下、「社

員」という。）に対する新たなインセンティブプランとして、「株式付与ＥＳＯＰ信託」を導入しておりま

す。

（1）取引の概要

本制度は、株式付与ＥＳＯＰ（Employee Stock Ownership Plan）信託（以下「ＥＳＯＰ信託」という。）と

称される仕組みを採用しております。ＥＳＯＰ信託とは、米国のＥＳＯＰ制度を参考にした従業員向けインセ

ンティブプランであり、社員の役職や会社業績等に応じて、ＥＳＯＰ信託が取得した当社株式及び当社株式の

換価処分金相当額の金銭を原則として退職時に交付及び給付するものです。

（2）信託が保有する当社株式

信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度286百万円、115,220

株、当連結会計年度278百万円、112,240株であります。

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年
－67－



（連結貸借対照表関係）

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度
（2018年３月31日）

当連結会計年度
（2019年３月31日）

投資有価証券（株式） 263百万円 360百万円

２ 当座貸越契約

当社は、効率的な資金調達のために前連結会計年度は取引金融機関15行と、当連結会計年度は取引金融機関

14行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく、連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおり

であります。

前連結会計年度
（2018年３月31日）

当連結会計年度
（2019年３月31日）

当座貸越契約の総額 34,000百万円 34,000百万円

借入金実行残高 － －

差引額 34,000 34,000

（連結損益計算書関係）

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

建物及び構築物 2百万円 6百万円

土地 3 10

有形固定資産その他 － 0

有形リース資産 0 －

計 5 16

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

建物及び構築物 33百万円 21百万円

有形固定資産その他 24 18

有形リース資産 68 34

無形固定資産その他 7 16

リース資産（賃貸借処理） 3 －

解体撤去費用 262 240

計 399 331
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※３ 減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

千葉県 24件 店舗 土地及び建物、その他 245

東京都 27件 店舗 建物、その他 155

その他 69件 店舗 建物、のれん、その他 683

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産については物

件単位ごとにグルーピングしております。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グルー

プについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1,013百万円を減損損失として特別損失に計上い

たしました。また、のれんについては今後の事業環境の変化を踏まえ将来計画を検討した結果、帳簿価額を回収

可能額まで減額し、当該減少額70百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。

その内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 627百万円

土地 99

有形リース資産 147

のれん 70

その他 139

計 1,084

なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定して

おります。重要性の高い資産グループの不動産についての正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産

鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は将来キャッシュ・フローを1.9％で割り引いて算出しております。

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

千葉県 17件 店舗 土地及び建物、その他 348

愛知県 12件 店舗 建物、その他 255

その他 163件 店舗 土地及び建物、その他 566

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産については物

件単位ごとにグルーピングしております。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グルー

プについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1,169百万円を減損損失として特別損失に計上い

たしました。

その内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 628百万円

土地 228

有形リース資産 179

その他 133

計 1,169

なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定して

おります。重要性の高い資産グループの不動産についての正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産

鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は将来キャッシュ・フローを5.6％で割り引いて算出しております。
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（連結包括利益計算書関係）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

その他有価証券評価差額金：

当期発生額 4,804百万円 △415百万円

組替調整額 △7 △52

税効果調整前 4,797 △468

税効果額 △1,459 142

その他有価証券評価差額金 3,338 △325

その他の包括利益合計 3,338 △325

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）１ 54,636 54,636 － 109,272

合計 54,636 54,636 － 109,272

自己株式

普通株式（注）２．３．４ 1,728 1,729 11 3,446

合計 1,728 1,729 11 3,446

（注）１．発行済株式の総数の増加54,636千株は、2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で

普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。

２．当連結会計年度末の自己株式の株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有す

る当社株式148千株が含まれております。

３．自己株式の株式数の増加1,729千株は、2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で

普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ったことによる増加1,728千株、単元未満株式の買取による

増加０千株であります。

４．自己株式の株式数の減少11千株は、役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株

式の交付及び給付による減少７千株、ストック・オプションの行使による減少３千株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 57

合計 － － － － － 57
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2017年６月29日

定時株主総会
普通株式 2,649 50 2017年３月31日 2017年６月30日

2017年11月９日

取締役会
普通株式 2,649 50 2017年９月30日 2017年12月５日

（注）１．2017年６月29日定時株主総会決議による「配当金の総額」には、役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳ

ＯＰ信託口が保有する当社株式に対する配当金３百万円が含まれております。

２．2017年11月９日取締役会決議による「配当金の総額」には、役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳＯＰ

信託口が保有する当社株式に対する配当金３百万円が含まれております。

３．当社は、2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合

で株式分割を行っておりますが、当該株式分割は2018年１月１日を効力発生日としておりますので、上記の

「１株当たり配当額」については当該株式分割前の金額を記載しております。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2018年６月28日

定時株主総会
普通株式 3,179 利益剰余金 30 2018年３月31日 2018年６月29日

（注）１．「配当金の総額」には、役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式に対する

配当金４百万円が含まれております。

２．当社は、2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合

で株式分割を行っております。当該株式分割は2018年１月１日を効力発生日としておりますので、上記の

「１株当たり配当額」については当該株式分割後の金額を記載しております。

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 109,272 － － 109,272

合計 109,272 － － 109,272

自己株式

普通株式（注）１．２．３ 3,446 3,223 21 6,648

合計 3,446 3,223 21 6,648

（注）１．当連結会計年度末の自己株式の株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有す

る当社株式140千株が含まれております。

２．自己株式の株式数の増加3,223千株は、2018年11月８日開催の取締役会決議による自己株式の取得による

増加3,223千株、単元未満株式の買取による増加０千株であります。

３．自己株式の株式数の減少21千株は、役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株

式の交付及び給付による減少７千株、ストック・オプションの行使による減少14千株、単元未満株式の売渡

による減少０千株であります。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 43

合計 － － － － － 43 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2018年６月28日

定時株主総会
普通株式 3,179 30 2018年３月31日 2018年６月29日

2018年11月８日

取締役会
普通株式 3,179 30 2018年９月30日 2018年12月４日

（注）１．2018年６月28日定時株主総会決議による「配当金の総額」には、役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳ

ＯＰ信託口が保有する当社株式に対する配当金４百万円が含まれております。

２．2018年11月８日取締役会決議による「配当金の総額」には、役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳＯＰ

信託口が保有する当社株式に対する配当金４百万円が含まれております。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 3,596 利益剰余金 35 2019年３月31日 2019年６月28日

（注）「配当金の総額」には、役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式に対する配当

金４百万円が含まれております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

現金及び預金勘定 51,618百万円 43,353百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △4 △4

現金及び現金同等物 51,613 43,349

重要な非資金取引の内容

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ2,110百万円で

あります。

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ3,202百万円で

あります。
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（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主に店舗用陳列ケース、店舗用ＰＯＳシステム・事務用機器であります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 （2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであり

ます。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（単位：百万円）

前連結会計年度（2018年３月31日）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期末残高相当額

建物及び構築物 1,861 1,396 － 464

合計 1,861 1,396 － 464

（単位：百万円）

当連結会計年度（2019年３月31日）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期末残高相当額

建物及び構築物 1,553 1,178 － 374

合計 1,553 1,178 － 374

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

(2）未経過リース料期末残高相当額等

（単位：百万円）

前連結会計年度
（2018年３月31日）

当連結会計年度
（2019年３月31日）

未経過リース料期末残高相当額

１年内 90 90

１年超 374 284

合計 464 374

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。
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(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

支払リース料 94 90

減価償却費相当額 94 90

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）

前連結会計年度
（2018年３月31日）

当連結会計年度
（2019年３月31日）

１年内 1,469 1,928

１年超 3,810 4,268

合計 5,280 6,196
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入及

び社債発行による方針です。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、

当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の

信用状況を定期的に把握する体制としています。

投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する

企業の株式であり、定期的に把握された時価が担当取締役に報告されております。

不動産賃借等に係る敷金及び保証金は、差入先・預託先の信用リスクに晒されています。当該リスクに

関しては、所定の管理マニュアルに従い、定期的に差入先・預託先の財政状態を把握する体制としていま

す。

営業債務である買掛金は、すべて１年以内の支払期日です。

また、営業債務は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を

作成するなどの方法により管理しています。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

前連結会計年度（2018年３月31日）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 51,618 51,618 －

(2）受取手形及び売掛金 20,905

貸倒引当金(*1） △3

20,902 20,902 －

(3）未収入金 16,047

貸倒引当金(*1） △3

16,043 16,043 －

(4）投資有価証券 21,880 21,880 －

(5）敷金及び保証金 36,425

貸倒引当金(*1） △23

36,402 36,734 332

資産計 146,846 147,178 332

(1）買掛金 65,612 65,612 －

負債計 65,612 65,612 －

(*1）受取手形及び売掛金、未収入金、敷金及び保証金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除してお

ります。
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当連結会計年度（2019年３月31日）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 43,353 43,353 －

(2）受取手形及び売掛金 23,472 23,472 －

(3）未収入金 17,249

貸倒引当金(*1） △7

17,242 17,242 －

(4）投資有価証券 21,296 21,296 －

(5）敷金及び保証金 37,337

貸倒引当金(*1） △3

37,333 37,708 374

資産計 142,699 143,073 374

(1）買掛金 64,119 64,119 －

負債計 64,119 64,119 －

(*1）未収入金、敷金及び保証金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金、（3）未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

(5) 敷金及び保証金

これらの時価は、合理的に見積った将来キャッシュ・フローを、国債の利回りで割り引いた現在価値か

ら、貸倒引当金を控除して算定しております。

負 債

(1）買掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当連結会計年度

（2019年３月31日）

非上場株式 298百万円 395百万円

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4）投資有

価証券」には含めておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2018年３月31日）

１年以内
 (百万円）

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 51,618 － － －

受取手形及び売掛金 20,905 － － －

未収入金 16,047 － － －

敷金及び保証金

償還予定期日が明確なもの 1,139 3,560 2,534 1,735

合計 89,711 3,560 2,534 1,735

当連結会計年度（2019年３月31日）

１年以内
 (百万円）

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 43,353 － － －

受取手形及び売掛金 23,472 － － －

未収入金 17,249 － － －

敷金及び保証金

償還予定期日が明確なもの 1,084 3,303 2,262 1,583

合計 85,161 3,303 2,262 1,583

４. 借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2018年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（2019年３月31日）

該当事項はありません。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2018年３月31日）

種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1）株式 21,266 9,759 11,506

(2）債券

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 106 39 66

小計 21,372 9,799 11,573

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 508 513 △5

(2）債券

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 508 513 △5

合計 21,880 10,313 11,567

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額298百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度（2019年３月31日）

種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1）株式 20,652 10,074 10,578

(2）債券

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 97 39 57

小計 20,749 10,113 10,635

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 546 645 △99

(2）債券

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 546 645 △99

合計 21,296 10,759 10,536

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額395百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 47 9 2

(2）債券

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 47 9 2

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 161 48 －

(2）債券

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 161 48 －

３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

当連結会計年度において、有価証券について３百万円（その他有価証券の株式３百万円）減損処理を行ってお

ります。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価格に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行っております。30～50％程度下落した場合には、実質下落日から２期連続で下落している場合について減損処

理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を設けております。連結子会社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けて

おります。

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

退職金を支払う場合があります。

なお、一部の連結子会社は、当連結会計年度に退職一時金制度について確定拠出年金制度へ移行しておりま

す。

当連結会計年度末において連結子会社が有する退職一時金制度はすべて簡便法により退職給付に係る負債及び

退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高（百万円） 199

退職給付費用（百万円） 29

退職給付の支払額（百万円） △4

確定拠出年金制度への移行に伴う減少（百万円） △3

退職給付に係る負債の期末残高（百万円） 221

(2）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

非積立型制度の退職給付債務（百万円） 221

連結貸借対照表に計上された負債（百万円） 221

退職給付に係る負債（百万円） 221

連結貸借対照表に計上された負債（百万円） 221

３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、942百万円であります。また、一部の連結子会社の退職一

時金制度から確定拠出年金制度への移行に伴い、退職給付に係る負債から振り替えた金額は３百万円であり、４

年間で移換する予定です。なお、当連結会計年度末時点の未移換額103百万円は、流動負債の「その他」、固定負

債の「その他」に計上しております。
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当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を設けております。連結子会社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けて

おります。

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

退職金を支払う場合があります。

当連結会計年度末において連結子会社が有する退職一時金制度はすべて簡便法により退職給付に係る負債及び

退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高（百万円） 221

退職給付費用（百万円） 30

退職給付の支払額（百万円） △17

確定拠出年金制度への移行に伴う減少（百万円） －

退職給付に係る負債の期末残高（百万円） 234

(2）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

非積立型制度の退職給付債務（百万円） 234

連結貸借対照表に計上された負債（百万円） 234

退職給付に係る負債（百万円） 234

連結貸借対照表に計上された負債（百万円） 234

３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、981百万円であります。なお、当連結会計年度末時点の未

移換額34百万円は、流動負債の「その他」、固定負債の「その他」に計上しております。

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年
－81－



（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

一般管理費の株式報酬費用 － －

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第１回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第２回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第３回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第４回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ６名 当社取締役 ５名 当社取締役 ５名 当社取締役 ６名

株式の種類別のストック・

オプションの数

（注）１．２

普通株式 13,400株 普通株式 12,000株 普通株式 11,800株 普通株式 9,600株

付与日 2010年８月25日 2011年８月２日 2012年８月１日 2013年８月７日

権利確定条件

新株予約権者は、当

社の取締役及び執行

役員のいずれの地位

をも喪失した日の翌

日から１年間に限り

新株予約権を行使す

ることができる。

新株予約権者は、当

社の取締役及び執行

役員のいずれの地位

をも喪失した日の翌

日から１年間に限り

新株予約権を行使す

ることができる。

新株予約権者は、当

社の取締役及び執行

役員のいずれの地位

をも喪失した日の翌

日から１年間に限り

新株予約権を行使す

ることができる。

新株予約権者は、当

社の取締役及び執行

役員のいずれの地位

をも喪失した日の翌

日から１年間に限り

新株予約権を行使す

ることができる。

対象勤務期間
特に定めはありませ

ん。

特に定めはありませ

ん。

特に定めはありませ

ん。

特に定めはありませ

ん。

権利行使期間
自 2010年８月26日

至 2050年８月25日

自 2011年８月３日

至 2051年８月２日

自 2012年８月２日

至 2052年８月１日

自 2013年８月８日

至 2053年８月７日

第５回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第６回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ５名 当社取締役 ５名

株式の種類別のストック・

オプションの数

（注）１．２

普通株式 9,200株 普通株式 5,400株

付与日 2014年８月７日 2015年８月７日

権利確定条件

新株予約権者は、当

社の取締役及び執行

役員のいずれの地位

をも喪失した日の翌

日から１年間に限り

新株予約権を行使す

ることができる。

新株予約権者は、当

社の取締役及び執行

役員のいずれの地位

をも喪失した日の翌

日から１年間に限り

新株予約権を行使す

ることができる。

対象勤務期間
特に定めはありませ

ん。

特に定めはありませ

ん。

権利行使期間
自 2014年８月８日

至 2054年８月７日

自 2015年８月８日

至 2055年８月７日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．当社は、2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で

株式分割を行っております。「株式の種類別のストック・オプションの数」については、当該株式分割後の株

式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（2019年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

第１回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第２回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第３回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第４回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

権利確定前 （株）

前連結会計年度末 9,800 11,000 11,200 9,000 

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 2,600 3,000 3,000 2,200 

未確定残 7,200 8,000 8,200 6,800

権利確定後 （株）

前連結会計年度末 － － － －

権利確定 2,600 3,000 3,000 2,200 

権利行使 2,600 3,000 3,000 2,200 

失効 － － － －

未行使残 － － － －

第５回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第６回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

権利確定前 （株）

前連結会計年度末 8,600 5,200 

付与 － －

失効 － －

権利確定 2,200 1,200 

未確定残 6,400 4,000 

権利確定後 （株）

前連結会計年度末 － －

権利確定 2,200 1,200 

権利行使 2,200 1,200 

失効 － －

未行使残 － －

（注）当社は、2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式

分割を行っております。ストック・オプションの数については、当該株式分割後の株式数に換算して記載しており

ます。

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年
－83－



②単価情報

第１回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第２回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第３回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第４回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

権利行使価格 （円） 0.5 0.5 0.5 0.5

行使時平均株価 （円） 3,345 3,345 3,345 3,345 

付与日における公正な評価

単価 （円）
645 670 710 1,263

第５回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

第６回新株予約権

（株式報酬型ストッ

ク・オプション）

権利行使価格 （円） 0.5 0.5

行使時平均株価 （円） 3,345 3,345 

付与日における公正な評価

単価 （円）
1,332.5 2,576.5

（注）当社は,2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式

分割を行っております。権利行使価格、行使時平均株価及び付与日における公正な評価単価については、当該株式

分割後の価格に換算して記載しております。

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項はありません。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
（2018年３月31日）

当連結会計年度
（2019年３月31日）

繰延税金資産

固定資産（含む減損損失） 3,764百万円 3,844百万円

資産除去債務 2,195 2,274

賞与引当金 1,113 1,166

ポイント引当金 796 847

未払事業税 576 599

長期未払金 442 414

関係会社株式 346 347

未払費用 307 308

固定資産に係る未実現利益 226 226

繰越欠損金（注１） 308 219

敷金及び保証金（建設協力金） 215 184

退職給付に係る負債 75 80

貸倒引当金 46 25

投資有価証券 48 23

その他 948 804

繰延税金資産小計 11,410 11,366

評価性引当額（繰越欠損金）（注１） － △121

評価性引当額（その他） － △3,652

評価性引当額小計 △4,025 △3,773

繰延税金資産合計 7,385 7,593

繰延税金負債

投資有価証券 △3,807 △3,665

資産除去債務に対応する除去費用 △610 △593

長期前払費用 △376 △327

評価差額 △172 △172

未収入金 △128 △132

その他 △14 △20

繰延税金負債合計 △5,110 △4,912

繰延税金資産（負債）の純額 2,274 2,680

（注）１.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内

（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

合計
（百万円）

税務上の繰越
欠損金（ａ）

－ － － － 112 107 219

評価性引当額 － － － － △34 △86 △121

繰延税金資産 － － － － 77 21 （ｂ）98

（ａ）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（ｂ）税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、当社の子会社である株式会社マツモトキヨシファーマシー

ズ・株式会社示野薬局により生じたものであり、将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮した結果、

一部回収可能と判断いたしました。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度
（2018年３月31日）

当連結会計年度
（2019年３月31日）

法定実効税率 30.7％ 30.5％

（調整）

住民税均等割等 1.1 1.1

のれん償却 1.0 0.8

評価性引当額の増減 △0.1 △0.7

その他 1.2 1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.9 33.0

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

主として、店舗施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

過去において類似の資産について発生した除去費用の実績から割引前将来キャッシュ・フローと使用

見込期間を見積り、使用見込期間に対応した割引率を使用して資産除去債務の金額を計算しておりま

す。

３．当該資産除去債務の総額の増減

前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

期首残高 6,730百万円 6,952百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 355 318

時の経過による調整額 36 33

資産除去債務の履行による減少額 △169 △98

期末残高 6,952 7,206

（賃貸等不動産関係）

一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の商業施設（土地を含む。）等を有しておりま

すが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、時価等の開示の注記を省略いたします。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。

当社グループは、ドラッグストア・保険調剤薬局等のチェーン店経営を行う「小売事業」を核に、関係

会社・フランチャイジー等への商品供給をしている「卸売事業」、グループ企業の管理・間接業務の受

託、店舗の建設・営繕、生命保険・損害保険の販売代理業等をしている「管理サポート事業」といった活

動をしており、グループ各社が「小売事業」「卸売事業」の各事業を戦略立案・実行展開し、当社を中心

に事業・経営サポートを行っております。

したがって、これら事業活動のうち、小売事業の中核となる「マツモトキヨシ小売事業」を別掲し、そ

の他を「その他小売事業」とし、同様に卸売事業の「マツモトキヨシホールディングス卸売事業」と「そ

の他卸売事業」を区分し、「管理サポート事業」を加えた５つを報告セグメントとしております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値であ

ります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

（単位：百万円）

小売事業 卸売事業

管理サポート

事業
合計

調整額

（注）１

連結財務諸表

計上額

（注）２
マツモトキヨシ

小売事業

その他

小売事業

マツモトキヨシ

ホールディングス

卸売事業

その他

卸売事業

売上高

外部顧客への売上高 351,101 187,268 60 17,377 3,071 558,879 － 558,879

セグメント間の

内部売上高又は振替高
9 29 373,350 － 13,890 387,279 △387,279 －

計 351,110 187,298 373,410 17,377 16,961 946,158 △387,279 558,879

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
24,230 9,252 1,494 272 △854 34,394 △828 33,565

セグメント資産 142,301 92,528 87,081 2,035 206,365 530,312 △216,134 314,178

その他の項目

減価償却費 3,207 2,049 14 29 1,401 6,703 △156 6,547

のれんの償却額 7 47 － － － 54 1,102 1,157

有形固定資産の増加額 4,673 2,619 － 32 98 7,423 △285 7,138

無形固定資産の増加額 14 5 － － 1,218 1,237 － 1,237

（注）１.調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△828百万円には、のれんの償却額△1,102百万円及

びセグメント間取引消去273百万円が含まれております。

(2) セグメント資産の調整額△216,134百万円には、のれんの未償却残高6,392百万円及びセグメント間取引

消去△222,526百万円が含まれております。

(3) 減価償却費の調整額△156百万円はセグメント間取引消去額であります。

(4) 有形固定資産の増加額の調整額△285百万円はセグメント間取引消去額であります。

２.セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当連結会計年

度の期首から適用しており、前連結会計年度に係るセグメント資産については、当該会計基準等を遡って

適用した後の金額となっております。
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当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

（単位：百万円）

小売事業 卸売事業

管理サポート

事業
合計

調整額

（注）１

連結財務諸表

計上額

（注）２
マツモトキヨシ

小売事業

その他

小売事業

マツモトキヨシ

ホールディングス

卸売事業

その他

卸売事業

売上高

外部顧客への売上高 365,672 188,883 163 18,122 3,149 575,991 － 575,991

セグメント間の

内部売上高又は振替高
15 33 383,828 － 14,125 398,003 △398,003 －

計 365,688 188,917 383,992 18,122 17,274 973,995 △398,003 575,991

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
26,031 9,699 1,809 319 △1,214 36,645 △617 36,028

セグメント資産 137,701 84,084 87,041 2,150 224,854 535,832 △217,507 318,324

その他の項目

減価償却費 3,568 2,173 15 39 1,665 7,461 △160 7,301

のれんの償却額 7 48 － － － 55 876 932

有形固定資産の増加額 5,145 3,563 － 90 230 9,030 △182 8,847

無形固定資産の増加額 14 14 － － 1,175 1,204 － 1,204

（注）１.調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△617百万円には、のれんの償却額△876百万円及び

セグメント間取引消去259百万円が含まれております。

(2) セグメント資産の調整額△217,507百万円には、のれんの未償却残高5,515百万円及びセグメント間取引

消去△223,022百万円が含まれております。

(3) 減価償却費の調整額△160百万円はセグメント間取引消去額であります。

(4) 有形固定資産の増加額の調整額△182百万円はセグメント間取引消去額であります。

２.セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

小売事業 卸売事業 管理サポート事業 合計

外部顧客への売上高 538,370 17,437 3,071 558,879

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

小売事業 卸売事業 管理サポート事業 合計

外部顧客への売上高 554,556 18,286 3,149 575,991

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

（単位：百万円）

小売事業 卸売事業

管理サポート

事業
全社・消去 合計マツモトキヨシ

小売事業

その他

小売事業

マツモトキヨシ

ホールディングス

卸売事業

その他

卸売事業

減損損失 635 363 － － 8 76 1,084

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

（単位：百万円）

小売事業 卸売事業

管理サポート

事業
全社・消去 合計マツモトキヨシ

小売事業

その他

小売事業

マツモトキヨシ

ホールディングス

卸売事業

その他

卸売事業

減損損失 763 319 － － 97 △10 1,169

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

（単位：百万円）

小売事業 卸売事業

管理サポート

事業
全社・消去 合計マツモトキヨシ

小売事業

その他

小売事業

マツモトキヨシ

ホールディングス

卸売事業

その他

卸売事業

当期償却額 7 47 － － － 1,102 1,157

当期末残高 71 214 － － － 6,392 6,677

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

（単位：百万円）

小売事業 卸売事業

管理サポート

事業
全社・消去 合計マツモトキヨシ

小売事業

その他

小売事業

マツモトキヨシ

ホールディングス

卸売事業

その他

卸売事業

当期償却額 7 48 － － － 876 932

当期末残高 63 177 － － － 5,515 5,756

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

種類
会社等の名

称又は氏名
所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員・主要
株主(個人)
が議決権の
過半数を所
有している
会社等

㈱南海公産
千葉県

松戸市
30

不動産の管
理

（被所有）
直接 3.3％

事務所等の賃借

役員の兼任

建物の賃借
(注)１

62
敷金及
び保証
金

27

役員・主要
株主(個人) 松本鉄男 － －

当社取締役
(注)２

（被所有）
直接 10.5％ 事務所等の賃借

建物の賃借
(注)１ 54

敷金及
び保証
金

25

（注）１．賃借料は不動産鑑定評価・近隣の地代等を参考にし、同等の価格によって決定しております。

２．松本鉄男氏は2017年10月31日をもって、取締役相談役を辞任いたしました。

３．取引金額には消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

種類
会社等の名

称又は氏名
所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員・主要
株主(個人)
が議決権の
過半数を所
有している
会社等

㈱南海公産
千葉県

松戸市
30

不動産の管
理

（被所有）
直接 3.5％

事務所等の賃借

役員の兼任

建物の賃借
(注)１

48
敷金及
び保証
金

2

役員が議決
権の過半数
を所有して
いる会社等

㈱バロン商
事

千葉県

松戸市
50

不動産の管
理

（被所有）
直接 0.0％

事務所等の賃借 建物の賃借
(注)１ 13

敷金及
び保証
金

19

役員の近親
者 松本鉄男 － －

当社代表
取締役会長
の実弟

（被所有）
直接 3.2％ 事務所等の賃借

建物の賃借
(注)１ 54

敷金及
び保証
金

20

（注）１．賃借料は不動産鑑定評価・近隣の地代等を参考にし、同等の価格によって決定しております。

２．取引金額には消費税等は含まれておりません。
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(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

種類
会社等の名

称又は氏名
所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円) 

役員・主要
株主(個人)
が議決権の
過半数を所
有している
会社等

㈱ユア－ス
ポーツ

千葉県

松戸市
30

スポーツク
ラブ等の経
営

（被所有）
直接 0.7％

店舗の賃借

役員の兼任

建物の賃借
(注)２

37
敷金及び

保証金 
23

役員・主要
株主(個人) 松本鉄男 － －

当社取締役
(注)３

（被所有）
直接 10.5％ 店舗の賃借

土地・建物
の賃借
(注)１

11
敷金及び
保証金 5

（注）１．賃借料は不動産鑑定評価・近隣の地代等を参考にし、同等の価格によって決定しております。

２．賃借料及び賃貸料は近隣の地代等を参考にし、同等の価格によって決定しております。

３．松本鉄男氏は2017年10月31日をもって、取締役相談役を辞任いたしました。

４．取引金額には消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

種類
会社等の名

称又は氏名
所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円) 

役員・主要
株主(個人)
が議決権の
過半数を所
有している
会社等

㈱ユア－ス
ポーツ

千葉県

松戸市
30

スポーツク
ラブ等の経
営

（被所有）
直接 0.7％

店舗の賃借

役員の兼任

建物の賃借
(注)２

37
敷金及び

保証金
23

役員の近親
者 松本鉄男 － －

当社代表
取締役会長
の実弟

（被所有）
直接 3.2％ 店舗の賃借

土地・建物
の賃借
(注)１

11
敷金及び
保証金 5

（注）１．賃借料は不動産鑑定評価・近隣の地代等を参考にし、同等の価格によって決定しております。

２．賃借料及び賃貸料は近隣の地代等を参考にし、同等の価格によって決定しております。

３．取引金額には消費税等は含まれておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

１株当たり純資産額 1,935円39銭 2,038円76銭

１株当たり当期純利益 215円03銭 239円42銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 214円92銭 239円33銭

(注)１．当社は「役員向け株式報酬制度」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」を導入しております。１株当たり純資産額の

算定上、当該信託口が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式（前連結会計年度148千

株、当連結会計年度140千株）に含めております。

また、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算にお

いて控除する自己株式（前連結会計年度150千株、当連結会計年度145千株）に含めております。

２．当社は、2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株

式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。

３．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 22,755 25,035

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益（百万円）
22,755 25,035

普通株式の期中平均株式数（千株） 105,820 104,567

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 54 40

（うち新株予約権（千株）） （54） （40）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
－ －

(注) 当社は、2017年11月９日開催の取締役会決議により、2018年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式

分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、普通株式の期中平均株式数

(千株)及び普通株式増加数(千株)を算定しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定のリース債務 1,591 1,888 0.28 －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 2,996 3,905 0.25
2020年～

2024年

合計 4,587 5,794 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

リース債務 1,574 1,209 883 238

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 144,564 287,124 434,798 575,991

税金等調整前四半期（当期）純

利益（百万円）
9,827 17,411 28,221 37,369

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益（百万円）
6,641 11,585 18,887 25,035

１株当たり四半期（当期）純利

益（円）
62.76 109.48 179.53 239.42

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益

（円）
62.76 46.72 70.23 59.91
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,749 38,005

売掛金 ※１ 80,928 ※１ 82,634

商品 1,180 1,173

貯蔵品 371 392

前払費用 100 110

短期貸付金 ※１ 20,746 ※１ 4,858

未収入金 ※１ 18,761 ※１ 19,964

預け金 787 821

その他 0 0

流動資産合計 136,624 147,961

固定資産

有形固定資産

建物 1,310 1,256

構築物 28 27

船舶 51 36

工具、器具及び備品 174 128

土地 4,109 4,109

リース資産 28 27

建設仮勘定 0 13

有形固定資産合計 5,703 5,599

無形固定資産

商標権 7 6

ソフトウエア 3,141 2,860

その他 163 317

無形固定資産合計 3,312 3,184

投資その他の資産

投資有価証券 21,814 21,236

関係会社株式 97,332 97,429

長期前払費用 193 283

その他 76 98

投資その他の資産合計 119,416 119,047

固定資産合計 128,432 127,830

資産合計 265,057 275,791
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(単位：百万円)

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 62,394 60,739

短期借入金 ※１ 733 ※１ 16,210

リース債務 10 10

未払金 ※１ 15,438 ※１ 15,770

未払法人税等 264 428

未払費用 ※１ 459 ※１ 483

預り金 ※１ 15,061 ※１ 17,269

前受収益 18 19

ポイント引当金 2,616 2,783

その他 154 178

流動負債合計 97,152 113,892

固定負債

リース債務 18 16

繰延税金負債 2,747 2,509

株式給付引当金 91 134

役員株式給付引当金 33 39

資産除去債務 14 14

その他 ※１ 11 ※１ 11

固定負債合計 2,917 2,727

負債合計 100,070 116,620

純資産の部

株主資本

資本金 22,051 22,051

資本剰余金

資本準備金 22,832 22,832

その他資本剰余金 52,971 52,941

資本剰余金合計 75,803 75,773

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 65,252 73,711

利益剰余金合計 65,252 73,711

自己株式 △6,856 △20,765

株主資本合計 156,251 150,772

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,677 8,356

評価・換算差額等合計 8,677 8,356

新株予約権 57 43

純資産合計 164,987 159,171

負債純資産合計 265,057 275,791
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②【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

営業収益 ※１ 382,103 ※１ 393,182

売上原価 372,132 382,419

売上総利益 9,971 10,763

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 10,211 ※１,※２ 11,097

営業損失（△） △239 △333

営業外収益

受取利息 ※１ 15 ※１ 12

受取配当金 ※１ 12,720 ※１ 14,410

貸倒引当金戻入額 0 －

発注処理手数料 940 1,005

その他 77 160

営業外収益合計 13,754 15,589

営業外費用

支払利息 ※１ 57 ※１ 68

支払手数料 － 9

その他 0 0

営業外費用合計 57 77

経常利益 13,456 15,178

特別利益

投資有価証券売却益 － 48

特別利益合計 － 48

特別損失

固定資産除却損 ※３ 0 ※３ 9

投資有価証券評価損 － 3

特別損失合計 0 13

税引前当期純利益 13,456 15,213

法人税、住民税及び事業税 402 493

法人税等調整額 △25 △97

法人税等合計 377 395

当期純利益 13,079 14,817

3088/E03519/マツモトキヨシホールディングス/2019年
－97－



③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 22,051 22,832 52,974 75,807 57,471 57,471 △6,879 148,451

当期変動額

剰余金の配当 △5,298 △5,298 △5,298

当期純利益 13,079 13,079 13,079

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △3 △3 26 22

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額）

当期変動額合計 － － △3 △3 7,780 7,780 23 7,800

当期末残高 22,051 22,832 52,971 75,803 65,252 65,252 △6,856 156,251

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券評価

差額金
評価・換算差額等合計

当期首残高 5,339 5,339 61 153,851

当期変動額

剰余金の配当 △5,298

当期純利益 13,079

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 22

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額）
3,338 3,338 △3 3,334

当期変動額合計 3,338 3,338 △3 11,135

当期末残高 8,677 8,677 57 164,987
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当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 22,051 22,832 52,971 75,803 65,252 65,252 △6,856 156,251

当期変動額

剰余金の配当 △6,358 △6,358 △6,358

当期純利益 14,817 14,817 14,817

自己株式の取得 △13,972 △13,972

自己株式の処分 △29 △29 63 33

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額）

当期変動額合計 － － △29 △29 8,459 8,459 △13,909 △5,479

当期末残高 22,051 22,832 52,941 75,773 73,711 73,711 △20,765 150,772

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券評価

差額金
評価・換算差額等合計

当期首残高 8,677 8,677 57 164,987

当期変動額

剰余金の配当 △6,358

当期純利益 14,817

自己株式の取得 △13,972

自己株式の処分 33

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額）
△321 △321 △14 △336

当期変動額合計 △321 △321 △14 △5,815

当期末残高 8,356 8,356 43 159,171
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用して

おります。

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採

用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産及び長期前払費用

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当事業年度末においては、該当がないため計上しておりません。

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

なお、当事業年度末においては、該当がないため計上しておりません。

（3）ポイント引当金

販売促進を目的とするポイントカード制度により付与されたポイントの使用に備えるため、過去の使用実績率

に基づき将来使用されると見込まれる額を計上しております。

（4）株式給付引当金

当社及び当社のグループ会社の従業員に対する当社株式の交付及び給付に備えるため、株式交付規程に基づ

き、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の交付及び給付見込額を計上しております。

（5）役員株式給付引当金

当社の取締役に対する当社株式の交付及び給付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられた

ポイントに応じた株式の交付及び給付見込額を計上しております。
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４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の

費用として処理しております。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を当事業年度の期首から適

用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更し

ております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」983百万円を「固定負債」の「繰

延税金負債」2,747百万円に含めて表示しております。

（追加情報）

（役員向け株式報酬制度）

「役員向け株式報酬制度」について連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載してお

りますので、注記を省略しております。

（株式付与ＥＳＯＰ信託）

「株式付与ＥＳＯＰ信託」について連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載してお

りますので、注記を省略しております。
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（貸借対照表関係）

※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

前事業年度
（2018年３月31日）

当事業年度
（2019年３月31日）

短期金銭債権 97,349百万円 80,983百万円

短期金銭債務 27,055 44,889

長期金銭債務 10 10

２ 偶発債務

前事業年度（2018年３月31日）

① ㈱マツモトキヨシ東日本販売の建物賃貸借契約及び出店契約等について、連帯保証を行っております。

② 以下の会社のリース契約について、連帯保証を行っております。なお、保証債務限度額は次のとおりであり

ます。

（単位：百万円）

会社名 保証債務限度額

㈱マツモトキヨシ 2,580

㈱マツモトキヨシ東日本販売 880

㈱ぱぱす 141

㈱マツモトキヨシ甲信越販売 293

㈱示野薬局 58

㈱マツモトキヨシ中四国販売 745

㈱マツモトキヨシ九州販売 680

㈱マツモトキヨシファーマシーズ 400

合 計 5,777

当事業年度（2019年３月31日）

① ㈱マツモトキヨシ東日本販売の建物賃貸借契約及び出店契約等について、連帯保証を行っております。

② 以下の会社のリース契約について、連帯保証を行っております。なお、保証債務限度額は次のとおりであり

ます。

（単位：百万円）

会社名 保証債務限度額

㈱マツモトキヨシ 2,780

㈱マツモトキヨシ東日本販売 950

㈱ぱぱす 190

㈱マツモトキヨシ甲信越販売 491

㈱示野薬局 5

㈱マツモトキヨシ中四国販売 760

㈱マツモトキヨシ九州販売 770

㈱マツモトキヨシファーマシーズ 362

合 計 6,308
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（損益計算書関係）

※１ 関係会社との取引高

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

営業取引による取引高

営業収益 381,806百万円 392,838百万円

販売費及び一般管理費 64 181

営業取引以外の取引高 12,477 14,153

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度7.7％、当事業年度4.8％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は前事業年度92.3％、当事業年度95.2％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前事業年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

給与及び手当 3,693百万円 4,049百万円

業務委託費 2,665 2,799

減価償却費 1,228 1,520

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

前事業年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

工具、器具及び備品 －百万円 0百万円

有形リース資産 － 0

ソフトウエア － 5

解体撤去費用 0 4

計 0 9

（有価証券関係）

前事業年度（2018年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 97,332百万円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度（2019年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 97,429百万円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
（2018年３月31日）

当事業年度
（2019年３月31日）

繰延税金資産

ポイント引当金 796百万円 847百万円

固定資産（含む減損損失） 587 583

関係会社株式 376 377

未払費用 122 128

未払事業税 58 104

株式給付引当金 27 40

投資有価証券 40 14

その他 25 41

繰延税金資産小計 2,035 2,138

評価性引当額 △968 △968

繰延税金資産合計 1,067 1,170

繰延税金負債

投資有価証券 △3,799 △3,658

その他 △15 △21

繰延税金負債合計 △3,815 △3,680

繰延税金資産（負債）の純額 △2,747 △2,509

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

前事業年度
（2018年３月31日）

当事業年度
（2019年３月31日）

法定実効税率 30.7％ 30.5％

（調整）

受取配当金等の益金不算入額 △28.5 △28.3

交際費等の損金不算入額 0.4 0.3

評価性引当額の増減 △0.1 0.0

その他 0.3 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.8 2.6

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
減価償却

累計額
当期償却額

差引

当期末残高

有形固定資産

建物 3,721 8 － 3,730 2,474 62 1,256

構築物 144 1 － 145 118 2 27

船舶 194 2 － 196 159 17 36

工具、器具及び

備品
630 25 4 650 521 70 128

土地 4,109 － － 4,109 － － 4,109

リース資産 66 10 6 70 43 12 27

建設仮勘定 0 13 0 13 － － 13

計 8,867 61 11 8,916 3,317 164 5,599

無形固定資産

商標権 20 － － 20 14 1 6

ソフトウエア 10,496 1,017 1,524 9,989 7,129 1,293 2,860

その他 165 317 163 320 2 － 317

計 10,683 1,335 1,687 10,330 7,146 1,294 3,184

投資その他の

資産
長期前払費用 297 151 0 448 165 60 283

（注）当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

ポイント引当金 2,616 2,783 2,616 2,783

株式給付引当金 91 50 7 134

役員株式給付引当金 33 17 11 39

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取りまたは買
増し

取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告とする。(http://www.pronexus.co.jp/koukoku/3088/3088.html)

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場

合は、日本経済新聞に掲載して行う。

株主に対する特典

１．株主優待制度の内容 年２回、当社グループ店舗で利用可能な商品券
を以下の基準により贈呈いたします。

２．対象株主 毎年３月末及び９月末現在の株主名簿に記載ま
たは記録された１単元（100株）以上所有の株
主

３．贈呈基準 100株以上500株未満 2,000円分
500株以上1,000株未満 3,000円分
1,000株以上 5,000円分

４．贈呈時期 毎年以下の時期の発送を予定しております。
・基準日が９月30日の場合は12月上旬
・基準日が３月31日の場合は６月下旬
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第11期）（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）2018年６月28日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2018年６月28日関東財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

事業年度（第12期第１四半期）（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）2018年８月９日関東財務局長に

提出

事業年度（第12期第２四半期）（自 2018年７月１日 至 2018年９月30日）2018年11月８日関東財務局長に

提出

事業年度（第12期第３四半期）（自 2018年10月１日 至 2018年12月31日）2019年２月13日関東財務局長に

提出

(4）臨時報告書

2018年６月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に

基づく臨時報告書であります。

2018年８月17日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書であり

ます。

(5）自己株券買付状況報告書

報告期間（自 2018年11月１日 至 2018年11月30日）2018年12月３日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小堀 一英 印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 瀧野 恭司 印

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2019年６月19日

株式会社 マツモトキヨシホールディングス

取 締 役 会 御 中 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社マツモトキヨシホールディングスの2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社マツモトキヨシホールディングス及び連結子会社の2019年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社マツモトキヨシホー

ルディングスの2019年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、株式会社マツモトキヨシホールディングスが2019年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で

別途保管しております。

ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小堀 一英 印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 瀧野 恭司 印

独立監査人の監査報告書

2019年６月19日

株式会社 マツモトキヨシホールディングス

取 締 役 会 御 中 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社マツモトキヨシホールディングスの2018年４月１日から2019年３月31日までの第12期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ

いて監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社マツモトキヨシホールディングスの2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途

保管しております。

ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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